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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、５番早瀨仁志さん、８番岡本美

代子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読につきましては、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 代表質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 代表質問

を行います。

通告により発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 民生行政に

対する議会提言につきまして、代表質問をさ

せていただきます。

昨年１２月３０日、美幌町議会は、議会の

総意で土谷耕治町長に対し民生行政について

２項目の提言を行いました。

この提言は、国立社会保障・人口問題研究

所、日本創成会議が相次いで発表いたしまし

た２０４０年（平成５２年）に総人口が１万

４,２２８人に減少、人口移動が収束しない

場合は１万２,７９４人に減少するとの美幌

町の人口急減推計及び２０４０年に７５歳以

上の高齢人口が逆に１.５倍に増加するとの

推計を受けまして、美幌町議会総務文教厚生

常任委員会が行いました所管事務調査結果報

告をベースに、美幌町議会全議員の議論を経

て、最終的に議会の総意として早急に行政に

政策提言することになったものであります。

第１に、子育て支援の取り組みについてで

あります。

提言の第１、子育て支援の取り組みについ

てお伺いいたします。

この内容は、美幌町が子供は地域の宝と位

置づけ、町を挙げて、安心して子供を産み、

育てられる町とするために、仮称「子育て支

援オホーツクＮｏ.１の町」を目指し、総合

的な施策の推進を図るべきとして、ア、子育

て支援基本条例を制定し、子育て支援の総合

窓口を設置して、若者が美幌町に定住・移住

できる環境をいち早く整備すべきである。

イ、子育て支援のため、少なくとも中学校卒

業までの医療費無料化など、福祉・医療・教

育・雇用・住環境整備など、総合的な施策の

展開を図るべきである、であります。

基本的な３点をお聞きいたします。

一つは、子育て支援の取り組みについて。

この政策提言につきまして、行政トップと

してどのように受けとめられたか、伺いま

す。

２点目は、新年度予算、これは骨格予算で

ありますが、どのように反映されたか、また

改選後の６月本予算ではどのように反映され

る予定ですか、伺います。

三つ目は、第６期総合計画、美幌町まち・

ひと・しごと創生総合戦略、子ども・子育て

支援事業計画などにはどのように反映されま
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すか、伺います。

二つ目は、地域包括ケアの取り組み強化に

ついてであります。

提言第２、地域包括ケアの取り組み強化に

ついて伺います。

町民が安心して暮らすためには、支援を必

要とする一人一人のニーズに応じて、保健医

療や介護・福祉、さまざまな生活支援サービ

スが日常生活の場に用意され、そのサービス

は包括的・継続的に提供される必要がありま

す。

美幌町が行政として地域包括ケアを拡充・

推進するためには、その役割を担う地域包括

支援センターが民間に業務委託されているこ

とから、町立国保病院や各介護施設、さらに

は民間団体なども含めてコーディネートする

ために、行政に高い専門性と指導力、調整能

力を有する職員を恒常的に配置することを政

策提言いたしました。

そこで、一つに、この提起をどのように受

けとめられましたか、伺います。

２点目は、具体的な町政への反映はどのよ

うにされますか、お伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

代表質問にお答えを申しあげたいと思いま

す。

民生行政に対する議会提言について。

子育て支援の取り組みについてであります

が、１９４５年（昭和２０年）終戦時には、

日本の人口は約８,０００万人でありまし

た。その後１９６０年代の高度成長へと入

り、新幹線、高速道路などのインフラが整備

され、東京オリンピックを経て、日本は目覚

ましく発展し、１９７０年代（昭和４０年）

に入り、人口は１億人を超え、２０１０年に

は１億２,８００万人に達し、国民のたゆま

ぬ努力で、日本は全ての面で成熟期を迎え、

総じて豊かな暮らしが実現していると考えて

おります。

しかしながら、２０１３年からは、人口減

少社会が始まっております。

増田寛也著「地方消滅」では、日本は少子

高齢化から人口減少社会へと移りつつあり、

地方の人口減少と表裏一体の関係にあります

が、東京の一極集中、北海道では札幌への一

極集中が問題となっております。

このような状況の中、人口問題は日本の大

きな課題であり、美幌町にとっても重要な課

題であると認識をしております。

子育て支援の取り組みについての政策提言

について、行政のトップとしてどのように受

けとめられたのかについてでありますが、子

育て支援につきましては、町長として、重要

な政策テーマとして捉えております。町政を

担う者として、町民の皆さんが安心して暮ら

していけるよう政策を総合的に推し進め、あ

らゆる問題に対応できるよう継続的かつ安定

的に事務事業を進めてまいりました。

今回の議会の提言につきましては、まさに

議会の総意であり、大変心強い思いをいたし

ております。これらの提言については、新年

度予算編成を通じて検討がなされ、従来から

の事務事業を検証し、全体事業の優先順位を

検討し、財源の確保に努めましたが、予算化

できたもの、あるいは継続して検討すべきも

のがあります。

今後策定される第６期美幌町総合計画、各

種計画において、また議会の提言も引き続き

検討がなされることとなります。

次に、新年度予算（骨格予算）にはどのよ

うに反映されたのか。また改選後の６月予算

ではどのように反映される予定なのかであり

ますが、子育て支援関連予算は、子ども・子

育て支援法の施行に伴い、新制度に移行する

ための施設型給付対象施設への財政支援を行

います。

本制度は、国が２分の１、北海道４分の

１、美幌町４分の１の費用負担で行われる事

業ですが、町負担については、新たな負担を

しようとするものであります。

また、新制度が始まることにより、美幌町

全体の保育、教育機関の制度の違いにより格

差が生じないように配慮しつつ、保育料の負
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担を国が示す基準額の７割相当額とし、保護

者の負担軽減を図り、３割相当額を町の負担

とするものであります。

なお、本年度の子育てに関するその他の継

続、新規に取り組む事業の経費は、当初予算

に計上をしております。

次に、第６期総合計画、美幌町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、子ども・子育て支

援事業計画などには、どのように反映される

かにつきましては、現在、びほろみらいまち

づくり会議において、基本計画の議論を進め

ておりますが、御提言の医療費無料化などに

ついては、子ども・子育て支援の項目の中で

議論・論議していくことになります。

なお、子ども・子育て支援事業計画の内容

は、今後、第６期美幌町総合計画に盛り込ま

れ、美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略

においても、産業の振興と人口問題対策は、

庁内組織である美幌町まち・ひと・しごと創

生本部において、議会からの提言内容も真摯

に受けとめ、議論・論議してまいります。

提言の第１、ア、子育て支援基本条例を制

定し、子育て支援の総合窓口を設置して、若

者が美幌町に定住・移住できる環境をいち早

く整備すべきとの提言でありますが、子育て

支援条例をどのような目的を持って制定しよ

うとするのか、検討しなければなりません。

条例制定のない現状でも、美幌町において

は児童福祉法などに基づく子育て支援の充実

を図ってきているところであります。

若者が美幌町に定住・移住できる環境の整

備については、まず第１には職の問題であ

り、若者が就業できることが必要でありま

す。第２には住環境、そして第３には子育て

の環境の整備が重要であると認識しておりま

す。

子育て支援の総合窓口設置については、本

町では、育児不安や悩みなどを相談する機関

として、保健師や児童支援担当の窓口、子育

て支援センター、子ども発達支援センター、

保育園、保育所、学校などでも問題解決に向

けてアドバイスを行っております。

また、困難事例が発生したときは、関係者

が集まり、ケース会議を行うなど、きめ細や

かな対応を行っております。今後とも、現状

の方法を発展する形で進めてまいります。

そして、相談する窓口は多種多様でありま

すが、相談者が気軽に相談できるよう、今後

とも広報してまいりたいと考えております。

提言の第１、イ、子育て支援のため、少な

くとも中学校卒業までの医療費無料化など、

福祉・医療・教育・雇用・住環境整備など総

合的な施策の展開を図るべきでありますが、

今日までの財政状況のもとで、医療費無料化

も視野に入れ、子育て支援の検討を行ってま

いりましたが、北海道の事業に町が上乗せ、

横出ししている福祉医療制度の現状でありま

す。

医療費の無料化では、全国の例で、群馬県

が平成２１年１０月から中学生を対象に県内

で行っております。

医療費は、健康保険制度の位置づけであ

り、健康を害した方が医療給付や手当金を支

給して生活を安定させるための社会保険制度

であり、それぞれ所得に応じて保険料を負担

し、医療機関にかかったときに通常３割の自

己負担を伴う制度であります。

現在、子供の医療費制度は、その自己負担

を補塡する形で北海道民と美幌町民が負担

し、制度を維持しております。このようなこ

とから、全ての人の医療費を無料にすること

は非常に難しいことでありますが、中学生ま

での医療費無料化を国や北海道へ要請してま

いりたいと思います。

次に、地域包括ケアシステムの取り組み強

化についてでありますが、この提起をどのよ

うに受けとめたかでありますが、美幌町にお

いては、地域包括支援センターを民間委託で

実施しており、高齢、介護、障害など福祉課

題に対応しており、それぞれの部署、関係機

関と連携を密にして、情報の共有化を図りな

がら、困難事例には、個別ケース会議を開催

し対応しております。

また、行政に高い専門性と調整能力を有す
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る専門職員の配置をすることでは、受託して

いる地域包括支援センターは、専門的に機能

を十分果たしていると考えております。今年

度、センター職員も１名増員し、対応してい

るところであります。

役場内の現状の職員体制でも、担当職員は

調整能力を十分発揮していると認識していま

すので、今後とも各機関が一体となった取り

組みを精力的に行ってまいります。

具体的な町政への反映はどのようにされる

かにつきましては、少子高齢化を迎え、町民

が安心して暮らすために、保健、医療、福祉

など、サービスを必要とする町民の方々に包

括的、継続的に提供できるよう、今後とも現

状の事務事業を検証し、新しいニーズに応

え、厳しい財政状況下でありますが、限られ

た財源を有効に活用し、よりよい制度となる

よう取り組んでまいります。

また、議会からの提言につきましては、そ

の内容を真摯に受けとめ、町政を担う者とし

て、町民の幸せのため、町民の皆さんが安心

して暮らせるよう、種々の問題解決を図って

まいりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 代表質問は３回とい

うことで、再質問をさせていただきます。

一つは、美幌町の人口急減に対して、町長

のお考えを再度御確認をさせていただきま

す。

第１回目の答弁は、人口問題は日本の大き

な課題、美幌町にとっても重要な課題という

御認識でございました。

２０１４年に発表されたのが国立社会保

障・人口問題研究所の推計でありまして、出

生、死亡ともに中位で推計した場合、２０４

０年に１万４,２２８人となると。２０１５

年に発表されました日本創成会議の推計、人

口移動が収束しない場合、２０４０年に１万

２,７９４人になると。

そして今回、美幌町は第６期総合計画の策

定で、２０４０年に１万１,０００人台にな

るという推計を公表されております。２０４

０年は、あと２４年後であります。美幌町の

推計でいえば、４分の１世紀で１万人減少す

る。こういう推計であります。１万１,００

０人台で申しあげますと、美幌町の歴史でい

えば、大正９年１万１,１１０人という人口

でありまして、七十五、六年前の人口に急激

に減少すると。こういう流れにあると。

急な坂を転落する、そんな感じでいるわけ

ですが、この点についての認識を再度お伺い

をしたい。実は、ここから、対策をどう打た

なければならないかということになるからで

あります。最初にお伺いをしたいと思いま

す。

続いて、提言の第１、子育て支援条例を制

定して、子育て支援の総合窓口を設置すべき

であるということであります。

答弁の中身では、子育て支援条例をどのよ

うな目的を持って制定しようとするのか検討

しなければならない。条例制定のない中でも

子育て支援の充実を図ってきていると、私的

には、大変消極的な受けとめ方をしなければ

ならない御答弁かなというように思っており

ます。

子育て支援条例、全国の１,７４２自治体

に対して、２０１２年１０月にある県が全部

の自治体に対して調査をしております。子ど

も・子育て支援施策に関する調査。ここで子

育て支援の条例は６５自治体が制定しており

ます。あるいは子育て支援に関する宣言が４

５自治体です。さらにキャッチコピー、例え

ば「みんなで創る 子育てＮｏ.１ ＯＮＬＹ.

１のまち ふくやま」などなどのキャッチコ

ピーは９４自治体ということで、いずれも人

口急減の中で子育て支援、全力で取り組まな

ければいけない、こういう姿勢が見てとれま

す。

こういう中での子育て支援条例を基本条

例、ここで位置づけがされているかなという

ふうに私は思っております。

そして、その子育て支援基本条例の実際は
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どうかと見てみますと、急速な少子化の進行

と家庭、地域環境の変化が発生しておりま

す。それを受けて、子ども・子育て支援につ

いての基本理念をまず定めて、自治体だけで

はなくて、職場であります事業者の協力、子

ども・子育て支援機関、あるいは町民の責務

を定めると。子ども・子育て支援を推進する

ための基本となる事項をしっかり定めること

によって、子供の安全な生活の確保、子供が

健やかに生まれ育つことができ、町民が安心

して子供を産み、育てることができる環境の

整備を図るなどが特徴であります。

内容的には、非行や非行対策、友愛環境か

らの保護といった健全育成型、子育てに不安

を持つ親などの子育て支援など子育て策の推

進で、子育て支援型、三つ目には子供の権利

の保障を目的にした子供の権利型、こういっ

たところが基本条例の柱になっているという

ふうに思っております。

結局、子育て支援は、ともすると自治体に

目が向けられるということですが、自治体は

当然でありますが、職場と家庭との両立を図

るためには、事業者の協力が不可欠になって

いる、あるいは地域や家庭、この関係もしっ

かりうたい込まなければならない。子ども・

子育てを総合的に支援するという点で、基本

的な条例が、したがって必要になっていると

いうふうに思うわけであります。

美幌町では、縦割りの取り組みはあって

も、総合的な推進を図る基本条例は現在ない

ということで、議会としては、それを必要と

している子育て支援の総合的な窓口も、した

がって必要になっている。そのように思って

提言しているわけであります。

ただ、この点につきましては、今すぐ策定

せよということを迫っているものではありま

せん。一定期間をかけて計画的、着実な施策

の推進を図っていかざるを得ないということ

で、当然、町長の任期でいえば、今期ではな

くて来期にかかる事項でもございます。そう

いう意味で、一定の展望を持って受けとめて

いただきたいと存じますが、いかがでしょう

か。

次に、提言１にかかわって、当初予算との

関係については、最初の御答弁で、当初予算

で幼稚園、保育園の保護者負担軽減を図られ

て、保育料は国基準の７割に軽減されたとい

う点については、積極的に評価をいたしま

す。同時に、少なくとも入・通院無料化を中

学校卒業までとの提言について、再質問いた

します。

答弁の中身は、これは、私はそのように受

けとめたということなのですが、中学生まで

の医療費無料化を国や北海道へ要請するとい

う内容でありまして、美幌町としての無料化

実施には言及されていない。そのように思っ

ております。

議会側としては、当初予算に計上の可能性

もあるのではないかという期待を込めて提言

をしておりますが、中学校卒業までの入院通

院医療費の完全無料化に要する町の負担額は

５,４４７万円ほど、これは昨年６月議会で

町が示された数字ですが、さすがに骨格予算

では困難かなというふうにも推察をいたしま

す。

ただ、訓子府町の菊池町長も、中学校卒業

までの入・通院無料化を選挙公約で打ち出し

ています。確認をいたしましたが、当初予算

には計上されていないということで、選挙

後、６月の本格予算に計上する。そういうこ

となのだろうというように思っております。

土谷町長は、現職町長として今回３選出馬

表明されておりますが、私たちには選挙広報

そのものはまだ見えていない、お聞きしてい

ないということで、腹の中にあるのだろうと

思っております。３期目当選されても、なお

かつ中学校卒業までの入・通院無料化は実施

しないということなのだろうか、そこは大変

関心のあるところであります。

そこで、北海道庁は、昨年４月１日時点、

今年度初めですが、北海道内の子供の医療費

無料化に関する市町村の実施状況を公表して

います。

全道の町と村で見ました。全道の町村で中
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学校卒業まで入・通院無料化を行っているの

は１４４町村中８６町村、ついに５割を超え

まして５９.７％、約６割であります。来年

実施すると選挙公約をいたしました訓子府町

長の分を入れますと、確実に６割を超えると

いう状況となっています。しかもそのうち７

１町村、８３％では、医療費の全額が助成さ

れると。こういう中身であります。

昨年、美幌町は、過疎地域に指定されまし

た。過疎債を充当すれば、完全無料化で、先

ほど申しあげました５,４５０万円程度かか

るという費用の３割で済むわけですから、中

学校卒業まで入・通院を完全無料化しても、

美幌町の持ち出しは１,６３３万円ほど。

現在どうかと見ますと、入院は小学校卒業

まで、通院は小学校就学前までという残念な

状況ですが、その状況で美幌町が負担してい

る額は１,５９７万５,０００円。昨年度平成

２５年度の実績でありまして、そこと比較し

て中学校卒業まで入・通院とも本人負担ゼロ

の完全無料化の場合と比較して、ふえるのは

過疎債を使った場合は３５万５,０００円ほ

どということで、ほぼ美幌町の持ち出しは同

額であります。

こういう状況の中で、いまだ公表されてい

ない選挙公約の目玉公約として、現職だから

こそ掲げる必要があるのではないかというふ

うに思いますが、いかがでしょう。

最後に、地域包括ケアシステムの取り組み

強化についてお聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 大江さん、先に子育

てのほうで一問一答でやったらどうでしょう

か。

○２番（大江道男君） できるのですか。

○議長（古舘繁夫君） 一問一答のほうがわ

かりやすいように思いますので、今子育ての

ほうが一区切りつきましたよね。

○２番（大江道男君） それは助かります。

お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ボリュームのある質

問で、答弁漏れあったら御指摘をいただきた

いなと思いますけれども、まず人口減少につ

いての認識はどうだというようなお尋ねであ

りました。

１回目の答弁させていただきましたけれど

も、この美幌町にとっては、本当に重大な課

題であるという受けとめ方をしております。

人口問題も、少子高齢化も、多分、今の状

況はもうかなり進行している状態だというの

が一般的な見方だと思います。これを取り返

すには、合計特殊出生率が１.８０、これを

続けなければ維持もできないというような、

多分増田さんの提言の中にあったと思います

けれども、１.８０というものを何とかキー

プしなければ人口減少がどんどん進んでいく

というようなことであります。

我が町も、合計特殊出生率が多分年々下

がってきている状況にあると思います。そう

いった意味で、将来にわたってこの人口減少

ということについては、大きな課題であると

いうような認識をしております。

大正９年に１万１,０００人というような

お話しありました。昭和３８年には２万８,

０００人ということで、多分、昭和３８年

だったと思いますけれども、間違ったらまた

訂正させていただきますけれども、最大人口

で２万８,０００幾らかだったと思います。

そこから減少傾向に入りまして、とりわけ平

成に入りましてから急激な人口減少社会に

入ってきたと。

これはいろいろあると思いますけれども、

例えば国であるとか道の出張所、あるいは出

先機関の統合が始まったというようなことも

相まっていますし、また年度ちょっと忘れま

したけれども、人口動態見ても、自然的な動

態と社会的な動態が逆転するというようなこ

とで、あるいは両方ともマイナスになってし

まうというような状況も生まれてきていると

ころであります。

町としましても、長い期間にわたって総合

的に全体を推し進めるような形で取り組みを

してきたわけでありますけれども、今後につ

いても、引き続きやはりこういった取り組み
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を、総合的な取り組みをしていかなければな

かなか難しいと、減少に歯どめをかけるのは

なかなか難しいのだろうと思っております。

それで、増田さんのグループが提案してい

ます２０４０年で人口移動が収束しないとす

ると、１万２,９００幾らという数字も非常

にショッキングな数字でありますけれども、

東京一極主義を、これをやめさせるのは今の

国の政策ではなかなか難しいのではないかと

思っています。やはり首都機能をどういうふ

うに地方に分散させるか、そして北海道でい

えば道との機能を、もちろん公共交通のそう

いった整備もしなければいけませんけれど

も、そういった道都機能をしっかり地方に分

散するというような方法をとらないと、一市

町村の努力だけでは、この人口減少というの

はなかなかとめにくいというのが現実だろう

と、そんな認識もしているところでありま

す。

それから、子育ての総合窓口、あるいは条

例制定についてということでありますけれど

も、反省を込めて答弁させていただくと、や

はり高齢化の問題が非常に大きいウエートを

占めていたということで、この少子化も全体

的な対応をとってきているのですけれども、

そういった意味では、高齢化に比べると

ちょっと全体的に力の度合いが薄かったので

はないかという反省を込めて答弁をさせてい

ただきたいと思います。

それで、条例をつくるのも、やはり目的が

必要ですし、議員おっしゃるように、何を柱

にして、精神的なものをいうのか、あるいは

具体的なものを盛り込んだ条例をつくるのか

というのは、これは検討しなければなかなか

今にわかにというようなことの答弁にはなら

ないわけでありますけれども、いずれにしま

しても、私ども、子ども・子育ての前は次世

代育成行動計画という計画をしっかり持って

取り組んできていますし、今まさに子ども・

子育ての計画を今年度中につくるというよう

なことも進めていますので、そういった計画

に基づいた取り組みを、まずはそのことを

しっかりやっていくと。そしてその上で精神

的な、あるいは理念的なものを盛り込んだ条

例をどうするかについては、検討していかな

ければいけないとそのように考えておりま

す。

次期に向けて受けとめてということであり

ますので、しっかりと受けとめていきたいと

そのように思っています。

それと、三つ目の保育所の関係の、無料、

あるいは３割軽減というようなことでありま

すけれども、これは一括上程されているので

お話ししていいかと思いますけれども、具体

的に、主な事業も議員の皆様の手に渡ってい

るところでありますけれども、３割軽減の部

分については、歳出のほうでは予算として出

てこない部分であります。例えば常設の保育

園を考えると、入ってくるお金が少なくな

る、その分を父兄の負担を減らしているとい

うことですので、歳出のほうで出てこないの

で、ややもするとちょっと脚光が浴びにくい

ということだろうと思いますけれども、きょ

うの北海道新聞に記事として載っておりまし

たけれども、こういった取り組みをしっかり

やっていきたいと思っております。

それと、医療費の中学生までの無料化とい

うことでありますけれども、国、道に声を上

げていくという内容は、やはり地方の自治体

は今、大変財政状況も厳しいということで、

財政格差がこういった医療サービスの格差に

なってはいけないという思いがありまして、

それで国に対して、国全体として少子化対策

として中学校まで無料にするというような方

針を国としてやるべきではないかとそんな思

いで、国あるいは道についても全く今何の支

援もないわけですから、国、道に対して財政

格差が医療格差につながらないような声をや

はり上げていかなければいけないという思い

で、国、道にというお話をさせていただきま

した。

それと、中学生までの無料化でありますけ

れども、これも訓子府のお話もありました。

そういう検討もしながら、現状のところで今
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のところはとまっているということでありま

すけれども、無料化ということは、これも規

模が大きくなるほどやはり対象も大きくなる

ので、金額も膨らむということで、なかなか

取り組みにくいというような部分はあると思

います。そんな中で、道が行う福祉医療に町

としては、先ほど議員の説明あったように、

上乗せしたり、横出しをしたりして、少しず

つ負担軽減をするような方策もとっています

ので、まずはこちらのほうの検討を先に進め

させていただいて、その上で無料化がどうだ

ということは考えていかなければいけないの

ではないかと思っております。

また、この無料化については、過疎のお

話、新しい提言として受けとめたいと思って

おります。

目玉の公約ということでありますけれど

も、６月以降、私も選挙をくぐらないと何と

もお話しできない部分がありますけれども、

公約として掲げられるように６月定例会に無

料化は難しいですけれども、提案できるよう

なことを全力でやっていきたいとそのように

思っております。

以上、２回目の答弁とさせていただきま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） この点では、最後に

なります。

人口急減の認識については、全く間違って

はいないというふうに思うのですが、もう少

しお互いに危機感を持って対応する必要があ

るのかなというように思います。

これだけ短期間に急激に人口が急減すると

いうのは、多分、全町民もまだ共通認識とい

うふうにはなっていない。どこかの誰かが発

表した、大変遠い話というふうに受けとめら

れているというように思います。

ただ、どう考えてみても、いろいろな団

体、美幌町も含めまして、美幌町はコーホー

ト推計ということで、推計方法は同じだなと

いうふうに思っているのですが、何よりも幼

年人口が急激に減るということは大変ショッ

キングな話でありまして、ここを直視しなが

ら政策手段を集中せざるを得ないということ

で、差し当たって子育て支援という形になっ

ているわけであります。

そこで、基本条例につきましては、若干時

間をかけて検討してみたいという御答弁の中

身であったかと思います。拙速に計画を立て

るということには当然ならない話だと思いま

す。

そこで、多くの町民の中に、子育て支援は

町は何をやっているのだという視点で見られ

ていますが、共働きの場合は、職場の御理解

が得られないとなかなか家庭における子育て

が非常に難しいということで、ここにも光を

当てていかなければならない。あるいは自治

会などの地域、さまざまなＮＰＯの団体など

も含めて、自治体以外の取り組みも各地で計

画されているわけで、したがって基本条例が

どうしても必要になっているという仕組みで

あります。

ぜひこの点については、今期から来期にか

けて押さえていただいて、美幌町における子

育て支援の基本条例を策定し、あわせて総合

的な窓口の設置という方向で、これは御検討

いただきたいということで、最後ですから、

御見解をいただきたいと思います。

あと、子育て支援と当初予算との関係は、

改めて御説明をいただきましたので、それは

それとして大変積極的な中身なので、受けと

めていきたいというように思います。

ただ、今回の提言の中身であります入・通

院の無料化を中学校卒業までということにつ

いては、これは各種の町民の声が美幌町のア

ンケートの中で集計されています。そこでも

大変重い位置を占めているというように思っ

ています。

それと、昨年３月、せっかく過疎地域に指

定されて、事業費の７割が交付金算入される

ということが明確になった段階では、地元負

担が大きいということだけでは、これは説明

にならないのだというように思っています。

先ほど金額もお示しいたしましたが、既に
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昨年の段階で４０団体ですか、乳幼児医療費

無料化の自己負担軽減のために過疎債のソフ

ト事業が使われているということを考えた場

合に、やっぱり６月定例会には無料化という

ことを提案するのだという腹で、私は選挙に

臨まれるべきではないかというように思いま

す。当選してから考えるということではない

のではないかと。現職だからこそ、そして過

疎地域指定のために私ども議会も努力をいた

しましたが、やっぱり町のトップとして全力

を挙げてこられたと、現職の町長だから言え

る話ではないかというように思っています。

ただ、今年度、来年度については、既に乳

幼児医療費を含まない事業計画が出されてい

るので、直ちにというふうにはならないのだ

ろうというふうに思っていますが、少なくと

もこの新年度ではなくて、来年度においては

その道が残されていると、来年度以降につい

ては残されているのではないかと思いますの

で、そういう腹のくくり方で、ぜひ３度目の

質問でありますので前向きな御答弁をいただ

ければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、人口問題であ

りますけれども、危機感を持ってというよう

なことで、これは私ども、同じような気持ち

でおります。

それで、過疎指定になったということ自体

が、２５年要件で、四半世紀で１９％ですか

ら、約２割減ということで過疎指定になって

しまったというようなことであります。

それで、人口問題をどうするかというよう

なことも含めて、基本条例については、時間

をちょっといただきながら研究もしたいし、

検討もしてみたいと思っております。拙速に

ならないようにというようなお話であります

ので、それらを肝に銘じて検討をさせていた

だきたいと思っております。

それと、職場の理解というようなことも含

めて、また総合的な窓口というようなことも

含めて、やはり条例の制定が必要でないかと

いう御指摘でありますので、これらも含めて

十分検討させていただきたいと思っておりま

す。

それと、先ほど保育料の国の基準の３割軽

減というようなお話しさせていただきました

けれども、新年度予算には継続的な事業に係

る予算の計上もしておりますし、新たな子育

ての事業も実は取り組んでおります。

大きなところで言うと、林業館の改修事

業、木育ひろばの設置、これもお母さん方の

要望がかなり強いというようなことで、３,

５００万円ほど投資してそういったものをつ

くっていくと。

それと金額的には小っちゃいのですけれど

も、小さくてもそれこそきらりと輝く政策と

して、子育て世帯の禁煙サポート補助金であ

るとか、あるいは林業推進事業の中で誕生祝

い、はじめての木づかいというようなこと

も、小さい事業費ですけれども、これはもう

職員のアイデアに基づくものでありますの

で、それが具体的な形としてできたというこ

とでありますので、金額が大きいものばかり

でなくて、小さなものもしっかり取り組んで

いきたいとそのように思っております。

それから、無料化の問題でありますけれど

も、先ほど過疎の充当ができるというような

お話しありましたけれども、詳しくは後ほど

担当部長のほうから説明させていただきたい

と思いますけれども、現職だからこそ慎重に

ならざるを得ないという面も、議員御理解を

ひとついただきたいなと思います。できない

ことをできるような話は現職としてはなかな

か難しい面もありますので、ただ、いずれに

しろ、まずは福祉医療、道がやっているやつ

の幅出し、横出しをどこまでできるかという

ようなことも考えていきたいと思いますし、

それで議員のおっしゃった中学生まで無料化

にした町の負担五千数百万円というお話しで

したでしょうか。（「昨年６月、会議録あり

ます」と発言する者あり）そうですか。

その後、いろいろ推計の域を出ないわけで

ありますけれども、国保関係では、私ども資

料はありますので、その数字は出てくるので
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すけれども、その他社会保険であるとか、共

済保険であるとか、そっちの部分は推計しな

ければいけないということでありますけれど

も、ただ五千数百万円からは、福祉医療のほ

うも、町の負担も、少子化に伴って子供の数

が減ってきているということで、年々減少し

てきているということもありますので、そん

なことも含まって、まず何ができるのか、そ

していつごろまでに無料化に向けていけるの

か、６月はなかなか難しいと思いますけれど

も、できるだけ早い期間に検討させていただ

きたいとそのように思っております。

あと、答弁漏れありましたら、また御指摘

をいただきたいとそのように思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 医療費の無料化

に伴う過疎債の活用という御質問でありまし

たけれども、御承知のとおり過疎債、ほかの

起債も同じでありますけれども、起債につい

ては、やはり限度があります。

特に過疎債、交付税措置もあるというよう

なことで、国の税を投入していくというよう

なことからすると、当然限度がありまして、

当初は枠が配分され、それに基づいて同意を

得ていくわけですが、美幌町においては昨年

度から過疎債を活用しておりますが、２６年

度も枠をさらに上回る要望をいたしまして同

意を得ております。新年度においてもフルに

活用するというような計画を持っております

ので、そういったことからすると、新たなま

た過疎債対象実施ソフト事業を要望をしてい

くとなると、限度があるものですから、ほか

のほうが一般財源で賄うということになって

くると、プールして考えると、一般財源が必

要になってくるというようなことで、メ

ニューとしてはいいのですけれども、金額的

にはやはり限度があるということで、御理解

を願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 回数制限があるとい

うことで、この部分については申しあげたい

ことありますが、次に移ります。

最後の質問の第２回目、質問させていただ

きます。

私は、地域包括ケアの基本的な部分を美幌

町は地域包括支援センターに業務委託してい

ます。しかし、地域包括支援センターが委託

を受けているケアの中身は、今自治体がしっ

かり対応しなければならない地域包括ケアの

一部ではあるが全てではないと。こういう関

係だというふうに思います。

今日求められております地域包括ケアは、

高齢者、障害者、要介護者へのサービスは、

これは多分地域包括支援センターが中心的に

担ってきましたし、これからもそうだろうと

いうように思います。しかし、児童にかかわ

る問題、家庭内暴力の被害者、さらにここが

ポイントかなと思うのですが、障害がある、

あるいは高齢であるなどを原因といたしまし

て、経済的な困窮を余儀なくされているとい

うのがどこの町でも今は目を向けておりまし

て、経済的な支援を含めて行政としてどう対

応するかということで、地域包括ケアシステ

ムの強化が求められていると。

今回、議会側が調査をいたしましたのは、

大きく行政がその役割を発揮して、経済的な

問題まで、もちろん町が補助金を出すとかそ

ういうことではありません。民間の事業所や

あるいは英知も結集した上で、それをワンス

トップで対応していこうというところまで地

域包括ケアは進んでいる。美幌町でもその段

階の取り組みが求められている。そのために

は、どんなに努力をしても地域包括支援セン

ターの今の業務内容では対応できないという

のが実態であります。どうしても地域包括支

援センターに委託しているという行政の姿勢

の中に、その仕事は支援センターでやってほ

しいということになって、行政の責任はどこ

かにやっぱり薄れていっています。

したがって、発注する側の町の担当者が十

分に仕事の内容を理解して、しかも町立病

院、あるいは各介護施設、自治会や民間団体

を含む地域全体として包括的にケアをする

と。そのためには、相当の指導力、あるいは
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知識、調整能力、こういうものがなければな

らないというふうに議会側は考えています。

もし、従来のように２年か３年で担当者はど

んどんかわっていくということになって、そ

こが行政の窓口だったら包括支援センター自

体も行政にお願いしたいと、調整して指導し

てと思っても、行政の側こそ逆によくわかっ

ていないという状況になるのはもう目に見え

ているわけです。相談に来た人たちも結局は

たらい回しにされなければならないというこ

とになるわけで、その状況を改善するため

に、相当な高い専門性と指導性と調整能力を

持って、地域包括支援センターを含む地域包

括ケアをしっかり行政として構築していく、

そういう体制が今求められているというのが

政策提言の中身になっていますので、ぜひそ

ういう体制を確立していただきたいというこ

とであります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） セーフティーネット

の大きな問題だと思っております。

それで、この地域包括ケアシステムは、や

はり我々の目指すところでもあるし、ただ非

常に大きい課題も抱えているというようなこ

とで、ただとまっているわけではなくて、地

域包括支援センターに委託をする。そのこと

で我々責任は薄らいでいくというようなこと

は決してないような心構えだけはしっかりと

とっていきたいと思いますし、「しゃきっと

プラザ」をつくるときの論議の中に、これか

ら向かう高齢社会だとかそういうものを一つ

の部署でワンストップでできるようにという

ことで、当時、在宅支援センターだったと思

いますけれども、地域包括支援センターの以

前のところは、それがあそこの「しゃきっと

プラザ」に入り、社会福祉協議会が入り、そ

して民生の一部が入りということで、ワンス

トップサービスの一つのシステムとして

「しゃきっとプラザ」をつくるときの理念と

してその中にあったように私は記憶しており

ますけれども、そういった意味でワンストッ

プのやつはまだまだ十分とはいえませんけれ

ども、一つ一つ歩みは進んでいると私は思っ

ております。

そして、その医療の部分でいうと、国保病

院の中に地域医療連携室というものも設けて

いただきました。これは病病連携、あるいは

病診連携というようなことも含まれますし、

まだもうちょっと進んでいくと、ケア会議に

先生が出てくれる。そういったことも将来的

にはやっぱり考えていかなければいけないと

思います。それで、医療だとか、介護だと

か、予防だとか、そういった人がみんな一堂

に会してケア会議をやって、その中で町民の

皆さんお一人お一人のケース・バイ・ケース

で、ケースに応じてさまざまな検討をし、命

を見守る、あるいは健康を見守るということ

ができるので、そういうところの姿を将来像

として描きながら、本当に大きな課題だと思

いますけれども、美幌における医療資源であ

るとか、介護資源、一堂に会して力を合わせ

れば多分こういうこともでき得ると思ってお

りますので、歩みはちょっと遅いかもしれま

せんけれども、しっかりとした足取りでそう

いった姿を目指していきたいとそのように考

えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 最後になりますの

で。

美幌町が取り組んでいるのが、全国の流れ

に背中を向けているとか、そういうことでは

全くありません。町立国保病院の中でも地域

医療連携室がつくられて、大変努力されてい

ると。それから、どこの町と比較いたしまし

ても、介護の施設がしっかり機能していると

いうことで、それだからこそ、行政の中にそ

れらを全部視野に入れて、従来のケアにおい

てもより一段高いところを求めていくという

ことがあるのだなと思うのです。

委員会で調べてみてわかったことは、やっ

ぱり横並びなのです。どこかに司令塔があっ

て、しっかり情報を握って調整をしていく、

あるいは指導性を発揮するというところに弱

さがあるぞということです。まだまだ十分で
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はないと。あわせて、生活面も含めて、いろ

いろな意味でケアを必要とする人たちにとっ

て、美幌町に来ることで生活の面でも１００

％ではないけれども、大変サポートされてい

るというのが行政と民間の、あるいは各施設

のパワーを結集することによって、そういう

評価が得られるフィールドがあるのだと思う

のです。

そこをぜひ前向きに発展させていくために

は、現状の人の配置ではおのずから無理があ

ると思います。そういう意味でぜひヘッドハ

ンティング含めて、あるいは相当将来的な能

力が見込まれるというような人材を思い切っ

て配置して、美幌町の地域包括ケアは大変進

んでいるという評価をいただけるような取り

組み強化を図っていただきたいと思っており

ます。

今期だけでは当然できない話でありますの

で、その辺も腹に置いて御答弁いただければ

と思います。いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域包括ケアシステ

ムは、地域全体での取り組みになると思いま

す。それには、やはり多少時間かかるものは

あると思いますので、引き続きそういった任

を担えるようなことを頑張っていきたいと。

そういう今、議員がおっしゃったようなこと

を肝に銘じて、高みを目指して頑張っていき

たいとそのように思っていますので、今後と

もさまざまな御提言をいただきたいとそのよ

うに思います。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） これで代表質問を終

わります。

暫時休憩をいたします。再開を１１時２０

分といたします。

午前１１時１２分 休憩

────────────────

午前１１時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 一般質問

を行います。

通告順により発言を許します。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日は、

３項目３点について、質問させていただきま

す。

１点目、一般ごみ収集について。

夏季の一般ごみ収集に伴う環境衛生につい

て。

町民の方々から、特に夏場のごみの保管場

所の確保が難しいと、また発生するにおいに

も苦慮しており、環境衛生面でも非常によく

ない状況であり、夏季のごみ収集日を週２回

希望する声が上がっております。町はどのよ

うに捉えているか、お考えをお伺いいたしま

す。

２項目め、災害対策について。

地震災害発生直後の職員初動マニュアル

カードの作成及び常時携帯について。

町職員が、大規模地震の発生時に取り組む

べき業務内容がすぐわかる初動のマニュアル

カードを名札ケースに入れて常時携帯し、地

震時に町民サービスを迅速に提供できるよう

にするため、職員に配付してはいかがでしょ

うか、お伺いいたします。

３項目め、産婦人科診療について。

産婦人科診療再開に向けての進捗状況につ

いて。

産婦人科再開の見通しについて、平成２５

年１２月定例議会で質問させていただいてか

ら１年が経過いたしましたが、サテライト病

院としての再開の見通しを含め、その経過を

お伺いいたします。

以上、１回目の質問を終わらせていただき

ます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、一般ごみ収集について。

夏季の一般ごみ収集に伴う環境衛生につい
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てでありますが、本町では、地方公共団体の

責務として、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律により、町内における一般廃棄物の適正

な処理に必要な措置を講じ、施設の整備及び

作業方法の改善など能率的な運営を行うよう

努力義務が課されております。

また、町民の皆様には廃棄物の排出を抑制

し、再生品の使用などにより廃棄物の再生利

用を図り、あるいは廃棄物を分別して排出

し、廃棄物の減量、適正な処理に御協力をい

ただいております。

本町の一般ごみ収集は、市街地においては

週１回、農村地区については月２回、資源ご

みなどは月１回としております。また、本町

では、きめ細やかな対応をするため、各家庭

の個別収集を実施しており、各家庭から排出

される一般ごみ収集運搬につきましては、業

務委託として２事業者、３台の収集車でフル

稼働しており、収集体制を集約し、効率化を

図りながら収集作業を行っております。

町民の皆様には、収集回数が多いほど喜ば

れることは間違いございませんが、収集回数

をふやすことにより、車両の増設、人件費の

増加、燃料費など経費負担増が生じる結果と

なります。また、現在有料でお願いしている

指定ごみ袋の料金にも影響が生じざるを得な

いため、現状の週１回のごみ収集としている

ところでございます。

なお、本年は町民の皆様に御協力をいただ

いている資源ごみ収集につきましては、衣

料、小型家電、有害ごみであります乾電池、

蛍光管の回収も自宅で戸別収集できるよう進

めておりますので、今後とも最小の経費で最

大の効果が見込まれるよう、ごみ収集の効率

化に努めてまいりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

次に、災害対策について。

地震災害発生直後の職員初動マニュアル

カードの作成及び常時携帯についてでありま

すが、地震災害が発生し、また発生するおそ

れがある場合において、災害予防・応急対策

を迅速かつ的確に実施するため、必要な職員

の配備体制をとるものとして、地域防災計画

（地震防災編）に定めております。

発生した地震の規模により職員の配備体制

を４段階に設定し、震度３弱の地震が発生し

たときには、震災注意体制として総務グルー

プ担当職員を招集し、情報の収集、連絡に当

たることとしており、震度６弱以上の地震が

発生したときには、震災第３非常配備体制と

して、全職員で災害対策に当たることとして

おります。

災害による被害を最小限に抑えるために必

要なことは、各職員が速やかに定められた持

ち場につき、それぞれの分担に基づき遅滞な

く活動に取りかかることであります。いざと

いうときに、各職員が即座に対応できるよう

にしておくためには、平常時から災害時の行

動について認識しておくことが重要であり、

職員初動マニュアルカードの作成を含め防災

対応に必要となる方策について検討してまい

りたいと考えております。

防災対応につきましては、町民の命、身体

及び財産を保護する観点から、今後も万全の

体制を期して災害対応に取り組んでいく所存

でありますので、御理解をお願いをいたした

いと思います。

次に、産婦人科診療について。

御質問の国保病院の産婦人科再開につきま

しては、平成２５年１２月の定例会で町民要

望を踏まえ、分娩を除く妊婦健診・婦人科検

診などの産婦人科診療を行うため、北見市、

網走市の産婦人科を標榜する分娩病院と十分

な連携を図り、国保病院に産婦人科を再開す

ることが可能との判断で、引き続き産婦人科

医師の招聘を行いたいとの御答弁をいたした

ところであります。

しかし、平成２５年１２月定例会以降の産

婦人科医師の招聘につきましては、３名の医

師の応募がありましたが、臨床経験が少ない

ことや、職歴、資格、適性などから採用の申

し出につきましては拝辞させていただいたの

が実情であります。

今後も引き続き臨床経験豊富な医師である



－ 72 －

こと、適性などを見きわめながら産婦人科医

師の招聘を行いたい考えであります。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） では、再質問させ

ていただきます。

一般ごみの収集についてであります。

一般ごみの収集については、週２回にふや

してほしいとの声がありますが、町長は町民

の声及び町民との車座トークなどで、ごみ収

集回数をふやしてほしいとの要望の声はあり

ましたでしょうか、お伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 記憶では、多分、車

座トークではなかったように記憶しておりま

すけれども、ただ、農村ごみのほうは声とし

て聞いておりまして、それで農村ごみについ

ては、月１回を月２回にしたという経過がご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ありがとうござい

ました。

次、質問をさせていただきます。

町が回収したアンケートの中に、ほかの市

町村と比べるとごみ収集回数が少な過ぎると

の意見がありましたので、そこで私なりにほ

かの市町村の収集回数はどのようになってい

るか調べてみました。

本町と類似の人口規模の遠軽町、釧路町も

２回実施しております。また、隣の大空町及

び斜里町、網走市、北見市、紋別市も週２回

の収集になっており、週２回の市町村が多い

現状となっております。

このことから、本町の収集回数について、

どのように考えているか、お伺いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ごみ収集について

は、住民の皆さんの御協力を得て、順調にと

いいますか、実施できているのではないかと

思っております。

今、事例に挙げられた市町村が具体的にど

ういう形でやっているかちょっとわかりませ

んけれども、ステーション方式なのか、個別

に収集に歩くのか、ちょっとわかりませんけ

れども、美幌町はそういった意味で、各家庭

まで出向いて収集しているというようなこと

がございます。これは有料化が始まったとき

から、たしかスタートさせていただいたと思

いますけれども、そういった形態も含めて比

較しないと何とも言えないところがあります

けれども、２回やっているところはどういう

形なのかちょっとわかりませんけれども、今

がベストということではなくて、ありとあら

ゆる方策も考えながら引き続きごみの収集に

ついては問題のないような形で進めていきた

いとそのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ありとあらゆる方

策を考えていただきたいと思います。

では、次の質問に移ります。

また、アンケートの意見に、ごみの収集回

数は深刻な問題であると感じていると。特に

夏場はにおいの発生源となり、虫が湧いてし

まうような可能性があるといった意見があ

り、衛生面においても本当によくないなと考

えておりますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

り、回数が多いほどそれは喜ばれることだと

思いますけれども、やはり経費の関係もござ

いますので、町民の皆様に御協力をいただい

て収集を行ってまいりたいと思っておりま

す。

それで、大空、津別などにつきましては、

やはりステーション方式をとっておりまし

て、美幌町はきめ細かな個別収集で対応して

おりますので、その辺も御理解いただきたい

なと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ
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ん。

○３番（中嶋すみ江君） 私も理解はしたい

なと思っております。しかし、町民の声が

ちょっと多いなというので、私もそういう部

分で今質問させていただいております。

次の質問に移ります。

また、他の市町村から引っ越してきた方の

アンケートの声によりますと、「ごみの収集

日の少ない町は初めてです」また、そういう

声とほかにも、「最初は生活するに当たり住

みやすいと思ったが、ごみの回収日が少な

く、夏場は家の中に置いておくわけにもいか

ないし、びっくりしたのと、嫌にもなってき

ました」との声もありました。

本町でも本年度より移住促進事業のちょっ

と暮らし体験と、安定促進を始める予定に

なっておりますが、ごみの回収の問題は重要

な取り組みの一つであると考えますがいかが

でしょうか。お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ごみの収集は、住民

の皆さんの協力がないとできないことですか

ら。ですから週１回でもしっかりと不衛生に

至らないような努力をされている住民の方が

圧倒的だと私は思っていますので、それは回

数ふやせば、毎日収集すれば、それはもうか

なりいいことなのかもしれませんけれども、

おのずと限界があるわけでありますから、そ

こはやはり住民の皆さんの御協力をいただき

ながら取り進めなければいけないと思ってお

りますので、圧倒的多数の住民の皆さんは、

多分さまざまな御苦労をされて、週１回体制

の中で対応していただいているものとそのよ

うに思っております。回数ふやせばいいとい

うのはよくよくわかるお話でありますけれど

も、総合的に考えると極めて難しい話でもあ

るというような思いでございます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 今、町長、難しい

問題とおっしゃいましたので、町民とまた車

座トークを実施していただけるということな

ので、しっかり町民の声を聞く、キャッチ

ボールして町民が納得の上で進めていただき

たいなと、そのように思います。ぜひそのよ

うに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 多くの意見を聞くと

いうのは、私、１９年に立起したときからの

考え方でありますので、引き続きそういった

努力は怠らないようにしていきたいと思って

いますけれども、ただ、自治会連合会だと

か、そういったいろいろな会合の中でいろい

ろな意見が出てきますけれども、具体的に週

１回がだめだというようなお話は今のところ

具体的な形で出てきているのはありませんか

ら、いいというわけではないのですけれど

も、具体的な声としては、やはり皆さんの御

努力をしていただいているということに感謝

を申し上げるしか今のところございませんの

で、そういったことで御理解をいただきたい

とそのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 町の方は本当に御

苦労されているのかなと、私は在なので、月

２回になりました。本当に月１回のときは私

も本当に苦労しました。それで２回になっ

て、本当に若い方がよかったと言ってくだ

さっている声を聞きまして、今度は町の方が

このにおいにはまいっているということで、

衛生面にもよくない、そういう声を私にいた

だきました。それで、ぜひ町で週２回に実施

していただきたいというすごい要望の声であ

りますので、町長も重く受けとめていただい

て、ぜひ検討していただいて進めていただき

たいと思います。

以上で、この質問を終わらせていただきま

す。

次に、災害対策についての地震災害発生直

後の職員初動マニュアルカードの作成及び常

時携帯についてであります。

この職員携帯用地震対応カードを制作した
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富山県滑川市は、２０１１年の東日本大震災

を教訓にした防災対策強化の一環として、市

長の発案で作成されました。

目的は、職員の防災意識を高め、地震時に

住民サービスを迅速に提供できるようにする

ものであります。滑川市は、年１回から２回

の防災訓練で、各職員が自分のカードを見て

再確認しているそうです。また、防災マニュ

アルに基づいて、各課ごとに役割を決め、各

課で役職に応じて行動内容が決められており

ます。職員が移動した場合は、担当のポスト

で行動が決まっているので、担当が変われば

行動も変わるとのことであります。

カードには、震度５弱以上の地震発生から

３時間以内と、２４時間後に職員が取り組む

業務を記載しており、業務内容としては、担

当地域被害の情報収集や、情報集約、安否確

認などがそれぞれ定められているようであり

ます。ここの市長は、震災で混乱したときで

もすぐに職員が対応できるようにとの試みで

あり、職員には防災を常に頭に入れてほしい

との思いです。

常時携帯することで即座に対応ができ、町

民の皆さんへの安心・安全な対応がスムーズ

に行われると思いますので、答弁にもありま

したが検討していただけると理解しました

が、よろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この中嶋議員の一般

質問をいただきまして、早速担当のほうに具

体的な形での検討をしてくれというような指

示を出しました。

ただ、心配なのは、やはりマニュアルに

頼ってしまって、普段から意識としてそこに

全部頼り切るということがどうなのかなとい

うようなこともあるかと思いますので、そう

いうところも乗り越えて、こういったものが

あると非常に気持ちも楽だといいますか、何

していいかわからないなんていう職員はいな

いと思いますけれども、なお、こういったこ

とを担当のほうから検討状況を答弁させてい

ただきたいとそのように思います。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 災害時の初動マ

ニュアルカードの内容でございますが、災害

が発生したときには、町職員として実際に行

動するのが町職員であるということで、災害

が発生しても慌てないよう、みずから防災意

識を高めるということと、いざというときに

各自が正しい知識を身につけることが重要で

はないかと考えているところでございます。

防災計画には、各グループにおける業務分

担を記入しているところでございますので、

各グループ内での確認が必要かなというふう

には考えているところであります。その中

で、防災計画に定めている業務分担を各自認

識していただいて、それを初動マニュアル

カードに各自が記入をすると。あわせてグ

ループ内でも、どういうような行動をするこ

とが重要なのかという共通認識を持って取り

組んでいきたいというふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ありがとうござい

ます。

このカードは本当に先進的な取り組みであ

りまして、今ちょっと調べたところによりま

すと、この富山県の滑川市しか実施されてい

ないということで、美幌町もこれを実施して

いただけるということで、本当に町民の安

心・安全につながるなと思いました。ありが

とうございます。

では、次の質問をさせていただきます。

産婦人科再開に向けての進捗状況について

でありますが、産婦人科再開の見通しについ

て、平成２５年１２月の定例議会で、私質問

しましたが、そのときの答弁で、サテライト

病院的な運営による経営収支がどのようにな

るかも見きわめながら、引き続き産婦人科医

師の招聘を行いたいと考えていると答弁をい

ただきましたが、町民の方の中には、これを

聞きまして、再開されるとの見通しに明るい

希望を抱いた方もおられます。私自身も再開



－ 75 －

に向けて明るい見通しだと感じましたが、そ

の後１年が経過しましたが、サテライト病院

としての経営は成り立つのか、そしていつ再

開されるのだろうと町民の方は思っておりま

すので、そこでお伺いしますが、サテライト

病院として経営は成り立つのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 経営収支を考

えれば、収支は恐らくとれると思っておりま

す。従来、産婦人科を開設したときに年間収

益は１億３,０００万円、それから町からの

健診収益は１,０００万円ほどありましたの

で、分娩を除いても収支は合うのではないか

なとそのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 理解させていただ

きました。ありがとうございます。

では、次の質問に移らせていただきます。

前回、質問したときに、産婦人科の再開は

町民の関心事でありますので、産婦人科医師

招聘を行っている状況を時折々に情報発信を

してほしいと要望させていただきましたが、

そのときの答弁で、「一期一会」に掲載して

いただけるとのことでしたが、今の時点では

掲載がされておりません。

今後「一期一会」の発行には、今回の答弁

のように応募があったが拝辞させていただい

たというように、招聘をしている状況を町民

の皆さんに開示していただきたいと思ってお

りますのが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 非常に微妙な問題だ

と思いますので、できないことの状況を逐一

皆さんにお知らせするというのも、いい知ら

せだと、もう即、お知らせしたいところなの

ですけれども、なかなかそういう状況にない

というようなことで、また、逆に期待感を持

たれても、落胆も大きいのかなと思いますの

で、いい知らせはいろいろな報道機関含めて

「一期一会」にも書きますし、広報にも書き

ます。そういったことはしたいと我々も願っ

ているのですけれども、産婦人科医師だとか

小児科医師は、今回、固定医来ていただきま

したけれども、時間に関係なく処置をしなけ

ればいけないという分野のお医者さんはなか

なか厳しいというのが現実でありますので、

極力いい知らせを届けられるように引き続き

頑張っていきたいとそのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） よい知らせを待っ

ていたら、このサテライトの病院のこれが可

能かなという前回の質問のときに、初めて町

民の方も、サテライトという病院でも、そう

いう方法もあるのだということが理解できた

と思うのです。その間すごい長い年月皆さ

ん、町民の中でも若い方とか、本当に私もそ

の後、質問した後も聞かれます。だから本当

に、せめて１年に１回ぐらいは、最低こう

やっているけれどもこういう状況なのだとい

うことは、大変なんだということもやっぱり

町民の方にも理解していただくということ

が、お互いに共有するというか、そういう部

分では私は大切なことではないのかなと思い

ますので、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今の部分につ

いては、医師招聘をどのように行っているか

ということは「一期一会」に載せていきたい

と思っています。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） では、よろしくお

願いいたします。

では、次の質問に移らせていただきます。

また町民の声に、「少子化対策として産婦

人科は必要なのではないでしょうか」また、

「仕事を持っている女性が婦人科にかかると

きは、北見だと会社を休まなければならな

い。本町にあれば仕事帰りに受診でき、とて

も助かります」とあります。また、「真剣に

探せば見つかる」とも話されていた方もおり
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ます。

子ども・子育て支援事業計画素案の中に、

産婦人科医師の確保に最大限に取り組むとあ

ります。今後の実現に向けて、推進状況の取

り組みなどをお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 産婦人科医もそうで

すし、整形も眼科も固定医欲しいのですけれ

ども、なかなかそういう状況に今のところ

至っていないということでありますが、引き

続き最大限の努力をしていきたいとそのよう

に思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 今回の予算編成方

針の中に、今後の医師招聘のところに、整形

外科医の招聘と眼科医の常勤化などの協議を

進めてまいりますとあるのですけれども、産

婦人科医師の招聘に触れられていないのであ

ります。

それで、町民の関心事でも、私の中では関

心事だなと思っておりますので、この説明を

ちょっとお願いしたいなと思っております。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全部書けばよかった

のですけれども、それを言うと固定医がもう

たくさんの人数になってしまうというような

ことで、実現可能といいますか、そういうと

ころから順番に書かさせていただいています

ので、決して忘れているとか、漏らしたとい

うような気持ちは全くありませんので、引き

続き努力していくということであります。

先ほど１回目の答弁で、３名の医師が我が

病院に来たいということで応募がありました

けれども、いろいろな経験が少ないだとか、

適性的にどうかというような判断の中で拝辞

したというようなこともありますので、決し

て手を抜いているわけではありませんので、

最大限の努力をしているつもりでありますけ

れども、引き続きまた最大限の努力、最々大

限の努力をしてまいりたいとそのように思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 嬉しい言葉でし

た。最々大限ということで、ありがとうござ

います。

でもやっぱり、この町長のこの方針に載っ

ていないということは残念な思いがしまし

た。そして、その計画の中には最大限という

言葉も今までにない言葉がありましたので、

私は今回書かれていなかったのでちょっと

ショックを受けましたけれども、今は町長の

最後の言葉で最々大限、招聘をやってくださ

るということで、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

質問をこれで終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、３番中嶋す

み江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を１時半とい

たします。

午前１１時５３分 休憩

────────────────

午後 １時２９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

１番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さき

に通告いたしました３項目５点について質問

をさせていただきます。

まず１点目でございますけれども、人口減

少対策について。

人口減少を少しでも抑えるには、雇用の場

とその基盤となる経済活動をどう維持する

か、また、都市部からの移住者の受け入れ体

制であります。

一つ目といたしまして、経済活動を営み、

働く場を守る持続可能な地域をつくるには、

地域の中で富を生み出し、その富を地域の中

で循環させる仕組みを築くこと。例えば公共

施設の机は地元の木でつくる。大手製品に比

べ割高でも、地域の所得となって返ってきま
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す。

２点目は、農産品の付加価値を高めるた

め、生産から加工、流通、販売までを一貫し

て行う農業の６次産業化の推進。

３点目は、空き家の活用対策とも連動さ

せ、地方移住を希望する都市部の若者やシニ

ア世代の移住の実現を後押しし、その一環と

して都市部の若者らが我が町に定住し、地域

協力活動を行う地域おこし協力隊事業の推

進。

以上３点について、町長の考えをお伺いい

たします。

二つ目は、空き家対策についてでありま

す。

空き家対策の条例制定についてであります

けれども、美幌町では新築住宅の供給が続い

ている反面、空き家がふえ続けています。高

齢化社会に伴い、今後は世帯数の減少が考え

られ、さらに空き家の増加が見込まれます。

このような全国的に深刻化する空き家問題

に対応するため、議員立法により空き家対策

推進特別措置法が昨年１１月の臨時国会で成

立しています。これによりますと、市町村は

基本指針に即し、地域の空き家対策計画を策

定できると規定、２月２６日から一部施行さ

れています。

平成２６年３月の定例議会で、私は空き家

対策の条例制定について一般質問をしており

ます。このとき町長は、空き家対策推進特別

措置法が成立後に、この法の規定に基づき、

かつ地域の実態に沿った実効性のある条例制

定に向け取り進めていくと答弁をしておりま

す。

法案が成立し、一部ですが施行されている

現在、改めて町長の考えをお伺いします。

３点目は、地域包括ケアシステムについ

て。

介護職員の人材確保についてであります。

地域包括ケアシステムは、団塊の世代が７

５歳以上になる２０２５年へ向け、高齢者が

住みなれた地域（在宅）で医療や介護、住ま

い、生活支援など必要なサービスを一体的に

受けられるようにする制度です。

このシステムの構築へ向け、行政や医療、

介護の関係者だけでなく、幅広く住民も参

加、協力することによって、地域社会のきず

なを強めていくことが重要で、そのためには

身近な地域に互助のネットワークを形成し、

自助・共助・公助プラス互助の社会を築くこ

とが不可欠と考えます。

このシステムを構築していく上で特に重要

な課題は、介護職員の人材確保です。そのた

めには、介護職員のさらなる処遇改善と福祉

の現場を支える人材の育成や確保が求められ

ると思いますが、町長の考えをお伺いしま

す。

以上、１回目の質問を終わります。よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、人口減少対策について。

１点目の、地域の中で富を生み出しその富

を地域の中で循環させる仕組みを築くことに

ついてでありますが、人口減少の進行による

地域活力の低下は、全国的な課題となってお

り、産業の低迷などが懸念されている状況に

あります。

また、現在北海道には、高品質な農林水産

物が多くあるものの、付加価値化がおくれて

いるなど、そのポテンシャルが十分に生かし

切れていない実態にあり、北海道の強みであ

る農林水産物を生かした取り組みが求められ

ていると言われております。

本町におきましても、すぐれた資源が数多

くあり、現在、山林から住宅までをコンセプ

トに、国際認証を受けた町産材による循環体

制の確立を図っており、また特産品として定

着しつつある「美幌豚醤まるまんま」などの

取り組みを進めておりますが、その他の有益

な資源の循環をどのように具体化できるかが

課題である中、本町では今年度、北海道開発

局が実施する人口低密度地域における食品加

工業の振興による活力ある地域づくり事業に
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より、食品加工会社やＪＡ、大学、地元金融

機関などのいわゆる産・学・官・金で構成さ

れている検討会において調査・検討を行って

いるところであります。

具体的な調査・検討内容ですが、地域の１

次産品を原材料に活用し、加工することで付

加価値を高め、他自治体などの域外から財を

獲得し、域外から獲得した財を原材料の調達

や新規雇用の創出などに結びつける域内循環

の取り組みにより、地域経済の活性化を目指

そうとするものであります。

これら調査・検討されました事項を参考に

しながら、地域資源などの域内循環の仕組み

づくりにつなげ、さらに一層の地産地消を推

進することにより、地域経済の活性化を図っ

てまいりたいと考えておりますので、御理解

のほどをよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

２点目の、農業の６次産業化の推進につい

てでありますが、本町の６次産業化への取り

組み状況は、平成２６年１０月３１日現在

で、６次産業化法に基づき４件の農業経営体

及びＪＡびほろが総合化事業計画を申請し、

農林水産大臣から認定を受けて取り組みをし

ております。全道的な認定状況でございます

が、全道で１１１件、オホーツク管内で１９

件、美幌では５件となっております。

本町で認定を受けている事業内容といたし

ましては、長いもの品質管理を行い、新たな

販売方式として海外への輸出、選外品バレイ

ショを活用したカップグラタンの開発・製

造・販売、生産した小麦を活用した乾燥うど

んの開発・製造・販売、選外品有機ニンジン

を活用した有機ニンジンジュース用カット加

工品の開発・製造・販売など、農業経営の改

善と所得の向上を図っております。

ＪＡびほろでは、美幌産小麦のブランド化

と地産地消の推進を図るため、生ラーメンや

乾燥ラーメンを開発・加工し、レストランで

メニューとして提供しております。

６次産業化の取り組みにつきましては、創

意と工夫を凝らした新たな加工品の開発や販

売方法、販路拡大などとあわせ、農産物とバ

イオマス、自然、人などあらゆる分野と結び

つけた付加価値の向上についても検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解をお

願いをいたしたいと思います。

次に、３点目の地域おこし協力隊事業の推

進についてでありますが、地域おこし協力隊

は、総務省が平成２１年度から取り組んでい

る事業であり、都市地域から過疎地域の条件

不利地域に住民票を移動して、おおむね１年

以上３年以下の活動期間で、地域協力活動を

行いながら、地域への定住・定着を図ること

を目的とした事業であります。

昨年、国は平成２５年度の隊員数９７８名

を平成２８年度には３,０００名にふやす大

幅増員の目標を掲げ、２７年度からはさらに

活用しやすい制度改正を行うなど、国のバッ

クアップ体制も一層強化されております。

新鞍議員の御質問でありますが、本町にお

いても、人口減少対策や空き家利用対策の一

環として、地域おこし協力隊事業の推進を既

に検討しております。２７年度中には制度設

計を行い、２８年度から事業に取り組む予定

であります。

なお、現在、国の緊急雇用創出推進事業に

より、市街地の空き店舗の利用可否を調査中

で、本年度中に調査結果が明らかになるとこ

ろであり、都市地域で働く起業化を夢見る若

者の移住・定住対策として、空き店舗を活用

したいと考えているところであります。

また、本事業は３年間の必要経費が特別交

付税措置されるものであり、年々取り組む自

治体はふえている一方、４年目以降の企業化

などには至らず、自治体の臨時職員として働

くケースも少ないと聞いております。地域お

こし協力隊事業は、隊員・地域・自治体の三

者の連携で取り組むことが重要であり、事業

推進するための課題点につきましては、４年

目以降の移住・定住率の高い先進自治体の取

り組み内容を研究しながら、本町にふさわし

い事業を検討してまいります。

次に、空き家対策について。
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空き家対策の条例制定についての御質問で

ありますが、昨年１１月２７日に国や自治体

の空き家対策を推進する空き家等対策の推進

に関する特別措置法が公布され、本年２月２

６日に一部施行されたところであります。

また、今後施行される内容としましては、

市町村が空き家対策を進めやすいように空き

家への立ち入り調査をしたり、倒壊のおそれ

のある危険な空き家の所有者に修繕や撤去の

指導・勧告・命令が可能となること、さらに

要件が明確化された行政代執行の方法により

強制執行が可能となること、命令違反や妨害

した者への過料に関する項目などが本年５月

２６日に施行される内容となっております。

このことから、本町での検討内容と重なっ

ているため、条例制定の必要はないものと考

えておりますが、今後、国交省、総務省で示

されるガイドラインに不足する部分があれ

ば、検討したいと考えております。

空き家問題では、多岐にわたる政策課題を

横断的に応える必要があるため、関係部局が

連携体制をとりながら、空き家対策を推進し

ていくことが重要と考えております。

国の指針や今後定められるガイドライン内

容を精査していくこととし、また他自治体の

事例や既存条例等も比較研究しながら、しっ

かりと取り組んでまいりたいと存じます。

次に、地域包括ケアシステムについて。

介護職員の人材確保についてであります

が、介護人材の確保については、かねてより

離職率が高いこと、給与水準が相対的に低い

こと、女性比率が著しく高い職場であり、結

婚・出産段階での離職率が高いなどの課題が

指摘されているところであります。

また、団塊の世代が７５歳以上となる２０

２５年（平成３７年）には、現在の１.５倍

以上の２３７万人から２４９万人の介護職員

が必要とされていますが、平成２２年度以

降、有効求人倍率が一貫して増加するなど、

人手不足感が広がっており、足元の景気好転

による他産業への人材流出が懸念されるなど

大きな課題となっています。

介護人材は、地域包括ケアシステムの構築

に不可欠な社会資源であり、その確保は最重

要の課題であります。

また、将来的なマンパワー減少を見据え、

質の高い介護人材を確保するとともに、効率

的かつ効果的に配置するといった観点も重要

であります。

介護人材の確保は、賃金水準の問題のみな

らず、労務管理の改善など、事業者みずから

の意識改革や自主的な取り組みを推進するこ

とが重要であるとともに、国・道・町が役割

分担しつつ、それぞれが積極的に取り組むべ

き課題であり、より中期的に参入促進、資質

の向上、環境改善・処遇改善といった視点か

ら対策を総合的に講じていくことが重要であ

ります。

具体的には、国は平成２７年度の介護報酬

改定において、現行の加算の仕組みは維持し

つつ、介護職員のさらなる資質向上の取り組

み、労務管理の改善、労働環境の改善の取り

組みを進める事業所を対象とし、介護職員処

遇改善加算の上乗せ評価を実施することとし

ています。

北海道では、介護人材の需給推計ワーク

シートを用いて介護職員の需給推計を行い、

第６期介護保険事業支援計画において、中長

期的視野に立ち、若年層に対する福祉・介護

への理解促進、福祉人材センターの事業を充

実し、多様な人材の参入促進、介護職の研修

機会の充実や受講支援をするなどの資質の向

上、介護職場の就労環境の充実などの労働環

境・処遇の改善を推進することとしていま

す。

町といたしましては、単身高齢者などが増

加する中、必要性が高まる生活支援について

担い手をふやすことや、介護職員を養成する

介護ヘルパー初任者研修講座などの研修支援

を引き続き行ってまいります。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それでは、再質問を
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させていただきます。

まず、人口減少対策についてでありますけ

れども、御答弁の中で、北海道開発局が実施

する人口低密度地域における食品加工業の振

興による活力ある地域づくり事業、これ具体

的な調査内容が示されて、一つの流れは理解

できるわけでありますけれども、この事業は

年に何回行われるか、まだ始まったばかりで

わからないと思うのですけれども、半年か年

に一度、事業の進捗状況の公表が可能かどう

かという点でございますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） この事業、開発

局のほうで全道三つのモデル事業を設定をし

て取り組まれている事業でございます。その

一つに美幌町が入っているということで、１

２月から事業が開始をされまして、３月まで

の事業期間ということになっていますので、

今進めている最中でありまして、中間等含め

て３月に最終的な事業評価がされるというふ

うに認識をしております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ４カ月、これから

ずっと続くわけではないと。要するに３月で

区切って、一応そこで実績というか、わかる

……。その時点で公表されるわけですね。

（発言する者あり）はい、了解いたしまし

た。

次の質問ですけれども、２月２６日付の北

海道新聞の記事ですけれども、国が昨年から

始めました中小企業、小規模事業者の経営相

談を無料で応じる、よろず支援拠点が全国４

７カ所に設置、北海道では札幌に置かれてお

りますけれども、ここでは９人のコーディ

ネーターを擁し、昨年６月の発足からことし

１月までに１,３４６件の相談があり、その

多くは、どうしたら売り上げが伸びるのか、

財政状況を改善させたい、などの内容であり

ました。

俗にいわれる経営戦略のあり方、経営のノ

ウハウを無料でアドバイスをしていただける

のでありますから、民間企業、事業者の方は

積極的に活用していると思われますけれど

も、利用状況についてどの程度把握しておら

れるのかということでございます。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今の御質問の

あった内容でございますけれども、私どもの

ほうで内容、件数等については申しわけござ

いませんけれども把握をしておりません。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 企業にとっては、本

当にプラスになることでございますので、町

としてもアドバイスをしてあげたらいいので

はないかということで、次の質問に移らせて

いただきます。

ふるさと納税制度でありますけれども、こ

としの４月から地方創生の一環で軽減される

税金の上限がこれまでの２倍になり、寄付額

の大幅増が見込まれると。

長崎県平戸市では、新聞の記事ですけれど

も、平成２５年８月、寄付額を有効期限なし

のポイントに換算する仕組みを導入、ためた

ポイントに応じてカタログから特典を選べる

ようにしたのが好評で、平成２５年に２,１

７５万円だった寄付額が約６０倍に急増した

と。

１億２,０００万円を超えたという感じで

すけれども、創意工夫により地元ならではの

特産品をいかに発掘するか、また寄附金をど

う使うかなど自治体の知恵の見せどころと言

われておりますけれども、町長、どのように

受けとめられたか。

○議長（古舘繁夫君） 地産地消のことです

か。（「そうです」と発言する者あり）

町長。

○町長（土谷耕治君） ふるさと納税のこと

で、地域の資源をどう使うかという趣旨の御

質問だと思いますので、そういう観点でお答

えさせていただきたいと思いますけれども、

私どものふるさと納税もかなり件数が多いと

いうことで、今までアスパラを中心に寄附い

ただいた方に贈呈をさせていただいていま

す。
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それで新年度からは、今まさに新鞍議員が

おっしゃったように、カタログから選んで、

そしてポイント制にしていくというようなこ

とで、さらなるふるさと納税の上積み、これ

をもくろんで、新年度取り組みをしたいと。

いずれにしろ、地域にある資源を使った物産

でなければ意味がありませんので、そういっ

た意味で、それが一つの起爆剤となって、ま

た新たな特産品の開発につながればと、そん

な期待感も持っているところであります。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 次の質問に移らせて

いただきます。

森林の町、美幌町でもありますけれども、

私の試案をちょっと申しあげたいと。一応

キャッチフレーズがございますけれども、そ

のキャッチフレーズは、まきづくりで雇用と

経済の活性化ということでありますけれど

も、近年、まきストーブの温かさが多くの

人々の心を捉えているわけでありますけれど

も、まきをたく家庭も年々ふえているという

ことで、中でも結構若い方、３０から４０代

の夫婦に人気があります。

ただ、問題なのは、まきはストーブで燃や

すに至るまでがいろいろと大変な労力を必要

とするということでありますけれども、そこ

で、まきをストーブで燃やせるようにするま

でを一つの事業として進める考えであります

けれども、まきづくりの一連の作業の流れで

６点ありますけれども、一つは間伐材または

廃材などの確保と。そして二つ目には伐採、

木を切ります。３点目はまきとして燃やせる

長さに切ると。４点目はまき割り、５点目が

まきをたく住宅への運搬、６点目がまきを乾

燥させるため、住宅の敷地内に積んであげる

と。

このように一連の作業にかかわる人たちの

雇用や経済が生まれるのではないかという私

の考えでありますけれども、この件について

町長はどのように受けとめられますか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域資源を使うとい

う観点では、こういう取り組みもあるのだな

と思いますし、一時ブームになった里山資本

主義の中でもこういう発想が出てきておりま

す。化石燃料を使わないで、地域にあるエネ

ルギーを使っていくというような発想でやっ

ておられる。そして大成功している。そうい

う方もおられるという、そういう紹介された

本もちょっと読んだことがありますけれど

も。

私どもの町も地域資源を大事にしようと。

そして地域資源を守り育てて、そして磨きを

かけて、そこから富をいただき、恵みをいた

だいて地域内で循環させるという取り組みの

中で、ＦＳＣ森林認証を中心に、これは川上

側で、山側で、下手側ではＣｏＣというよう

な認証をとりながら、市場での差別化も含め

て、いずれにしろ、地域の資源を大事に育て

て使って活用していこうというような取り組

みをやっております。

小さいながらも、今、住民係に婚姻届を出

された方については、ＦＳＣ森林認証をとっ

た木で複写したものを、飾っておけるという

ような５,０００円だったと思いますけれど

も、そういった地元企業でつくったこういう

スタンド方式のものを出したりしています

し、また新年度事業では、はじめての木づか

い事業というようなことで、これもＦＳＣ森

林認証を使ってという取り組みをしておりま

す。

いずれにしろ、地域の資源を活用するとい

うのは、新鞍議員と同じ、私、気持ちでおり

ますので、こういう取り組みもあるのだなと

いうのは認識をしておりますけれども、た

だ、まきをたくということになると、今の住

宅を全部変えていかないといけないというよ

うな問題も出てくるのではないかなと思いま

すけれども、こういう考え方もあるのだとい

う認識にとどめておきたいとそのように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） それではもう１点、

観光振興についてでありますけれども、本町
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の観光スポットは言うまでもなく美幌峠であ

りますけれども、峠からは雄大な屈斜路湖を

眼下に見おろすことができるわけでありま

す。ただ、天候に左右されやすいと。

そこで、美幌峠だけに絞らないで、美幌町

の産業も生かしていくと。さらに、何よりも

近隣市町村にはない博物館。これを重要な観

光スポットの一つにしてはどうかということ

でありますけれども、せっかくリニューアル

し、新たに美術学芸員の方も配属され、町内

はもとより、年間を通して観光客に利用され

続けることが重要であると考えております。

博物館のあるみどりの村からの景色もすばら

しいと思います。藻琴山、斜里岳、雌阿寒

岳、雄阿寒岳など。

そこで、次のようなルートでありますけれ

ども、美しい山々、自然に囲まれた田園風景

の中に点在する、まず日甜、それからみどり

の村、博物館、そしてぽっぽ屋、でん粉工

場、農工連ですけれども、そして食品加工工

場クレードル、そして木材工場、森林組合、

峠の湯、古梅ダム、そして美幌峠と。このよ

うな流れでありますが、今の旅行者の多くは

飛行機で来て、レンタカーというスタイルが

多いのではないかと思っておりますけれど

も、今言ったルートをうまく絡ませてはどう

でしょうかと。今の車にはレンタカーにもナ

ビなんかついておりますので、迷うことなく

行けると思っておりますけれども、今言った

本当にごく平凡などこにでもある風景、情景

でありますが、都会人から見ると私たちとは

違った感覚で見ることができるのではないか

と考えるわけでありますけれども、この辺に

ついて町長の……。

○議長（古舘繁夫君） もうちょっと、でき

れば「俺の提案はいいべ」とか、「町長これ

やっぱりだめか」とか、町長が答弁しやすい

お話をしてくれると町長もずばっと言うと思

うのですけれども。

町長。

○町長（土谷耕治君） 観光の質問でありま

すけれども、まさにそのとおりだと思いま

す。ポイントで美幌峠だけ、ポイントで博物

館、そういう点だけではなくて、今度、点を

線で結んでいく、そして平面的な広がりを求

めていくというのが我が町に大事なことでは

ないかと思っておりますので、いずれにしろ

点在する観光資源をやはり線でまず結ぶ、そ

して面的な広がりを求めていくというのは基

本だと思いますので、観光産業自体はかなり

裾野の広い産業であります。先日の小磯先生

の話にもありましたけれども、やはり観光と

いうものが一大産業であるというようなこと

を言われておりますので、いずれにしろ、広

がりを持ったそういった観光形態を求めてい

くというのは、新鞍議員と考え方は一緒だと

そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 本当に自然というの

は何年たっても変わらない。だからやっぱり

あるものを利用していく、ないものねだりで

はなく、あるものをいかに活用しながら観光

から経済へと結びつけていけばいいかという

のを、やっぱり本当に民間とかいろいろ協力

し合いながらみんなで知恵を出し合いながら

進めていくという考え、本当に今、町長が言

われたとおりであります。

次の質問に移ります。

食の生産、加工、流通の連携を進める人材

育成を目的とした国の認定制度、食の６次産

業化プロデューサー、略して食プロでありま

すけれども、このレベル４に美幌商工会議所

の職員の方が認定されました。レベル４は、

国の認定制度では現在最上位で、さらに道内

では第１号の認定者と言われております。

これは、先ほど町長の答弁にもございまし

たけれども、美幌産豚を原料とした調味料

「美幌豚醤まるまんま」の開発、製造などの

実績が評価されたものでありますけれども、

食プロの認定者の誕生は町にとっても心強

く、６次産業化の推進に励みがつくととも

に、大きな力になると考えられますけれど

も、町長の考えをお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。
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○町長（土谷耕治君） この「美幌豚醤まる

まんま」が、もう今まさに全国レベルのブラ

ンドになりつつあるということは、これは物

すごいことだと私は思います。

それで、全国にいろいろなブランドになっ

たそういった例がありますけれども、相当時

間をかけて、そして全国ブランドになったと

いうケースが非常に多いような気がします。

そんな中で短時間でこのように全国的な取り

扱いがされるというのは極めてまれなことで

はないかなと思っております。

それも、地域で高校生がまず育てた豚であ

るということと、あとは飼料として地元の産

物を使っているというところで、オレイン酸

が豊富であるとか、そういったいい効果が出

ているということでありますので、ただ、な

かなか需要に供給が追いついていないという

ようなことも言われておりますので、この供

給体制をどうしていくかが今後の大きな課題

になっていくのではないかと思っていますけ

れども、いずれにしろ、短時間で全国レベル

まで行ったという、そしてそれに携わった方

が食プロの４段階の４ランク目ですか、に

なったということもまたこれもすばらしいこ

とだと思いますので、引き続き我々支援でき

るところはしっかりと支援をしながら、美幌

のブランド化に向けて努力していきたいとそ

のように考えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ぜひ力を入れていた

だきたい。今、町長が言われましたけれど

も、４段階で４番目といったら一番下みたい

ですので、最上位なのです。本当はレベル１

と言ったらわかりやすいのですけれども。

次の質問に移らさせていただきます。

道内のある自治体で取り組んでいる移住・

定住対策をテーマにしたものが、つい先日３

月２日のＮＨＫ「ニュースネットほっかいど

う」でテレビ放映されておりました。

それによりますと、道内の自治体でありま

すけれども、「移住・定住には交通の便と環

境がすばらしい我が町へ」とのキャッチフ

レーズで、若手の市職員が数人でＰＲ用の動

画を自分たちで制作し、それをネットで流し

たところ、かなり大きな反響というか、効果

があり、１年間で２００名を超える移住希望

者があったとあります。今では、婚活イベン

トもプロデュースしているとのことですけれ

ども。

ネットの力は非常に大きいと言われており

ますけれども、我が町も利益になることであ

れば進んで取り組んでみてはどうかと考えま

すけれども、町長にお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 移住・定住につ

いては、さまざまな形で移住先、あるいは定

住先に要望があることは承知をしているとこ

ろでございます。その宣伝について、あるい

はそのＰＲについてどうしていくかというこ

とについては、今後いろいろな形で、二極間

居住も含めて、どういった形が美幌町に適し

ているのかも含めて検討させていただきたい

というふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） ぜひ検討のほどよろ

しくお願いいたします。

次の質問でございますけれども、地域おこ

し協力隊事業を確実に推進するためには、４

年目以降が課題とのことでありますけれど

も、移住・定住率の高い先進自治体の取り組

み内容を十分に参考にされ、本町にふさわし

い事業として確立していただきたいと願って

おります。これは答弁はよろしいです。

以上で、人口減少対策についての質問を終

わります。

次、空き家対策についてございます。

国で公布された特別措置法が、本町での検

討内容と重なっているから、条例制定の必要

はないとのことでありますけれども、１年前

の３月定例議会で、私の空き家対策に対する

一般質問で、町長は「この法案は倒壊の危険

性のある空き家への指導、助言、勧告、命令

ばかりでなく、行政代執行の方法による強制

執行も可能とする内容」との答弁をしてお
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り、このとき既に町長は空き家対策特別措置

法の内容を把握していたのは明らかでありま

す。把握していた中で、「本町といたしまし

ては法の規定に基づきかつ地域の実態に沿っ

た実行性のある条例制定に向けて取り進めて

まいりたいと考えております」と答弁をし、

さらに私の再質問の答弁では、「条例の制定

をやはりしておかなければ、万が一のことを

考えるとやはりこの必要性は十分感じており

ますので、国がつくり上げた法律を見ながら

それに沿うような形、プラス美幌らしいそう

いった条例制定をぜひ目指していきたいとい

う気持ちでおります」これ原文というか、議

事録そのままでございます。

このように、これまでの一連の答弁から、

今回今言った本町での検討内容と重なってい

るから条例制定の必要はないというこの文言

です。これまでの町長自身の考えを否定する

ことであり、町長の言葉の重みを考えたと

き、私は大きな疑問を感じるところでありま

す。町長の考えをお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、そういう、今手

元にありませんので、多分、新鞍議員御指摘

のような答弁したと思います。

それで、その時点では多分概要が出ていた

と思います。詳しい法の全文まで多分出てい

なかった時期ではないかということで、概要

を見て、その中で足りないものについては、

やはり美幌らしいものをつくらなければいけ

ないというような答弁をさせていただいたよ

うな気がいたしております。

いずれにしろ、法を上回る条例というの

は、制定はこれはできないわけでありますか

ら、法で我々が求める一定のものが出てくる

と、それにあえて条例化する必要はないとい

うようなことがあると思いますけれども、い

ずれにしろ、今後国交省と総務省で示される

ガイドラインが出てきますので、それらを見

ながら条例化が最終的に必要なのか、あるい

は必要でないのかという判断は、ガイドライ

ン等見ながら、それで一部には、札幌市あた

りは条例制定したけれども廃止条例を出すよ

うな情報も得ていますので、そういったこと

も加味しながら引き続き検討していきたいと

そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 札幌、条例を制定し

たけれども廃案といいますか、いろいろある

わけでありますけれども、この空き家対策の

条例関係に関しては、私の場合は３年前、平

成２４年３月定例会でしているわけでありま

すけれども、そのとき町長は、検討の余地は

十分にあると言っているわけでありますけれ

ども、私は、本来であれば町が率先して積極

的に取り組み解決できることは少しでも早目

に処理、国の法律ができればその時点で改め

るなり、廃案は廃案でいいですけれども、や

はり待っている行政ではなく、攻めの行政も

必要ではないかと私も考えているところでご

ざいます。この件に関して。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどの札幌市のや

つをちょっと訂正をさせていただきます。市

議会で条例案の提出を取りやめたということ

であります。成立して条例案ができ上がって

から廃案にするのではなくて、条例提出を、

空き家特措法が条例の内容と類似しているこ

とから提出の必要がなくなったと判断して、

提出をしなかったというような内容でござい

ます。

攻めの姿勢でというようなことで、肝に銘

じて頑張っていきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） 今の言葉を大切に今

後ともよろしくお願いいたします。

最初に私申し上げましたけれども、世帯数

の減少とともに空き家は確実にふえ続けると

いうより、ふえております。空き家の利活用

含め、さまざまな課題にしっかりと今後とも

取り組んでいただきたいと願っており、次の

質問に移ります。

地域包括ケアシステムについての再質問を

させていただきます。
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介護保険制度が導入されて、ことしで１６

年目でありますけれども、３年に１度の割合

で制度の見直しが行われ、ことしからは介護

施設への入所基準が要介護３以上となって、

自宅で介護を必要とする方が確実にふえるこ

とが考えられます。

さらに１０年後を見据えた場合、我が町で

は、おおよそ３人に１人が後期高齢者。この

ような状況の中、地域包括ケアシステムは２

４時間の定期巡回、随時対応型サービスなど

在宅の高齢者一人一人に寄り添ったきめ細か

い医療介護制度でありますので、何よりも介

護職員の大幅増員が求められるわけでありま

す。

本町の人口は、現在、約２万１,０００人

でありますけれども、６５歳以上の高齢者が

６,０００人を軽く超えております。およそ

７人に２人が高齢者でありますけれども、６

０代、７０代、まだまだ元気な方が多いとい

うことで、最初の質問の中で私は、幅広く住

民も参加、協力することによって、地域社会

のきずなを強めていくことが重要であると述

べておりますけれども、同じく元気な高齢者

らの潜在力を開花させる老若男女全員参加型

の経済社会システムを構築し、人材確保も視

野に取り組んではどうかと考えておりますけ

れども、町長の考え、お伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 考えていることは一

緒のことだと思います。今、６５歳以上の方

が６,１００人を超えていると思います。そ

して介護認定を受けている方が１,１００人

ほどおられると。手助けが必要な方が１,１

００人いるということは、残りの５,０００

人は多少病院に通ったりしながらも、手助け

がまだいいという方が５,０００人もおられ

るわけです。だから、この方がまだまだ現役

を引退しないで地域に還元していただくと。

こういった方は知識経験だとか、積み重ねた

ものもかなりありますので、それで前にもお

話ししたように、「きょういく」と「きょう

よう」と。きょう行くところがある、きょう

用事があるということで、我々の役割とする

と、やはり出番と居場所をしっかりそういっ

た健康な、まだ手助け必要ない方について

は、そういった場面をどうつくるかが我々の

役割だと思っていますので、引き続きそう

いった努力をしていきたいと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） １番新鞍峯雄さん。

○１番（新鞍峯雄君） よろしくお願いいた

します。

先ほどの答弁の中で、第６期介護保険事業

支援計画において、中長期的視野に立ち、若

年層に対する福祉・介護への理解促進とあっ

たわけでありますけれども、そこで、今後５

年、１０年後の人材を育成する観点として、

小学校、中学校、高校生を対象とした福祉教

育を授業に本格的に取り入れてはどうかと考

えたわけでありますけれども、例えば日ごろ

お年寄りに接する機会の少ない子供たちがヘ

ルパーとなり、高齢者宅を訪問し、肩たたき

や掃除などのボランティア活動を通じて、高

齢者と交流を深めつつ、社会的弱者を思いや

る心を育む体験学習に力を入れると。このこ

とが町としてさらに子供たちにとってもよい

影響を与えると思いますということでござい

ます。

以上で、私の思いを伝えて、私の一般質問

を終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１番新鞍峯

雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を２時４０分

といたします。

午後 ２時３０分 休憩

────────────────

午後 ２時４０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により発言を許します。

１２番宗像密琇さん。

○１２番（宗像密琇君）〔登壇〕 さきに通

告してございますけれども、内容が余りない



－ 86 －

ので１点だけに絞って町長とお話ししたいな

と思っております。

道路行政についてでございます。

地方創生における道路事業の取り組みにつ

いてでございます。

経済成長に伴い、各種補助、起債事業など

道路整備を行ってきたわけでございますが、

現在、老朽化が進んでいるような状況にあり

ます。

そこで、道路行政といっても広いです。そ

れを全部取り上げるわけにもいきませんの

で、一番身近な緑園通りに対する今後の整備

計画のお考えについてお聞かせください。あ

わせて、この緑園通りの沿線地域を活性化さ

せるため、各種イベントに活用できる道路整

備についてお考えがあればお聞かせいただき

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 宗像議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

道路行政について。

地方創生における道路事業の取り組みにつ

いてでありますが、緑園通りに対する今後の

再整備の考えについてでありますが、緑園通

りは、昭和４８年に幅員１８メートルの道路

敷地を利用して、延長約８００メートルの曲

線的道路線形の中で、車道、歩道、自転車

道、植樹帯、道路照明等を設け、ゆとりある

生活道路として整備された町道であり、植樹

帯には町の木であるイチイが植えられ、通

勤、通学、さらにはみどり祭り、水道週間、

夏祭りなどの各種イベント会場としても多く

の皆さんに利用された道路でありました。

そのような中、整備後４０年が経過し、老

朽化が著しいため、社会情勢の変化を見据え

た整備を検討する必要が生じており、今年度

国の補助事業である路面性状調査を実施した

上で道路整備を要望していきたいと考えてお

ります。

２点目の、あわせて沿線地域を活性化させ

るため、各種イベントに活用できる道路整備

の考え方についてでありますが、地域住民の

皆さんから意見をいただくなど、住民参加の

方法で道路敷地を有効に活用できるよう、事

業目的が明確な従来からの補助事業だけでな

く、地域の利用に即した計画ができるような

財源での整備も模索しながら、特色を生かし

た道路づくりを前向きに進めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいた

したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ありがとうござい

ます。非常にわかりやすい答弁で、とてもよ

ろしいかと思います。

なぜ私がこの緑園通りを取り上げたかと申

し上げますと、自分が生まれて住んだ目の前

の道路で、一番取り上げやすかったので、一

般質問に取り上げさせていただきました。

美幌町役場にお勤めの方も、また町長以下

ここに長くお勤めの方々は、私が今７０歳に

なろうとしていますので、おおよその歴史は

つかめるかなと思いますが、町長がおっ

しゃったように、現在本当に、過去にさかの

ぼってみたらどんな事業をやったのだろう

か。相当考えなかったらなかなか思い出せな

いというような感じであります。

申しわけないですけれども、担当の方、直

近の何か緑園通りで事業を行ったとしたので

あれば、何を行ったのかちょっとお聞かせく

ださい。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） お尋ねのイ

ベント会場としての緑園通りの利用の関係で

ございます。

まず、このイベント会場としての利用は、

道路ができました昭和４８年頃からは歩行者

天国だとか、みどり祭り、さらには千人踊り

等で使っておりましたが、ほとんどが昭和の

終わりから平成の初めまででイベントそのも

のが終わったりだとか、別の会場に使われて

おり、近年では平成２１年以降の状況であり

ますが、地域の有志の方々が緑園通り沿いの
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店舗に隣接する駐車場だとか、空き地を活用

してチャリティーイベント等を実施したこと

が２回３回あったという状況であります。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ありがとうござい

ます。私がお願いしたわけではないものも

入っておりました。今ちょっと一瞬どきっと

しましたけれども、歩行者天国、私が発案し

てやったものでございますので、よく覚えて

おります。懐かしい言葉だなと思っておりま

すが、話に戻ります。

今、町長、お聞きのように、イベントらし

いイベントは進んでいないというのが現状で

あります。

先ほど町長の一般質問の答弁にもありまし

たように、一時は、我々も、ひょっとしたら

これ、美幌町は市になるぞ、なんて皆さんで

楽しみにした時期もありました。

それで、皆様が先ほど来からお話ししてい

る人口問題ありますけれども、私は決してそ

のような数字上の統計学上のとおりにはまい

らないと信じております。歴代の町長にして

もそうですし、どこかで御挨拶するというこ

とになれば、我が町は自衛隊と農業の町でご

ざいます。全く今も変わらずそのとおりでご

ざいます。

そこで、この緑園通りを取り上げた意味と

いうのは、では過去から今までにこの緑園通

りが、今余り皆様が中心的には思っていない

ようなことも多いですが、この緑園通りは過

去から今までどれだけ重要な位置であったか

ということをもう一度再確認してもらいたい

なと私は思うのです。

これは大通りと役所の間に挟まった道路

で、昔は美幌は非常に産業の盛んな、先ほど

質問にもありましたが、林業の発達した町、

網走川が今の川の３、４倍あったころの話か

らです。そして、町の中に人が集まるように

なって、この中心市街地ができ上がってきた

のだと私は思っております。

その役所と大通の間に挟まったこの緑園通

りの位置というのは、私たち子供のころから

見れば、これは馬車馬通りと言っていたので

す。そうやって各農家の方が自分の家のほう

から出てくるときには、馬で出てきたわけで

す。御存じのように馬車は大きいですから、

先ほど説明にあったように、あれだけの道路

の幅がなければ馬車が何台も何台もとまるこ

とができないからでございます。そういうこ

とで、この道路は発展した。そしてまた使わ

れてきた。そして役場行った、床屋行ったな

どなど用事を済ませて飲食店に入っていって

帰っていかれた。そういう流れがあります。

そういうことで、いかに少々我が町が落ち

込んできたからといって、この道路をないが

しろにするわけにはまいらない、このように

思います。

町長は、これから考えていくような話がご

ざいましたが、それは優先順位の問題であり

ますので、私からとやかくは申し上げません

が、町長、この道路に対してどういう思い入

れがあるか、また今後どういう具合にあった

ら望ましいな、夢でもいいのですけれども、

もしあればお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 思い入れというよう

なことで、感情込めていうと、この道路は昭

和４８年に建設されました。当時の事業費で

いうと、４,２５０万円だそうです。４８年

というのは、私役場に就職した年であります

ので、鮮明に覚えておりますけれども、あそ

こは美幌唯一というより、当時は管内唯一の

ああいった曲線道路にした。そして生活道路

というような位置づけでありますけれども、

むしろイベント道路といったほうがいいよう

な気がします。

それで、これからのことでありますけれど

も、いずれにしろ、通常の町道より幅が広い

というようなことでありますので、道路の役

割もいろいろ時代によって変わってきている

と思いますので、まさにイベントとして、イ

ベント道路と言っていいかどうかわかりませ

んけれども、今言うとしたらイベント道路と
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いうような言い方がいいかと思いますけれど

も、そういった位置づけの中の整備がこれか

ら求められているのではないかと、そのよう

に思っております。

馬車馬通りというのは、私初めて聞きまし

たけれども、美幌も歴史のある道路の名称、

寺町通りとかいろいろありますので、こう

いったことも、今お聞きして思いましたけれ

ども、感情的なこと言わさせていただくと、

そういった歴史のものも大事にしなければい

けないなと改めて思ったところでございま

す。

以上、よろしいでしょうか、答弁として

は。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） ありがとうござい

ます。質問でないようなことをお聞きしまし

て申しわけないなと思います。

そういう話を進めてまいらないと、この緑

園通りの今後どうあったらいいかという私の

考え方もつながっていきませんので、申しわ

けなかったなと思います。先ほど、一般質問

された方から言われたときにはどきっとし

た、私の質問、言ったことないのに聞いてい

るのかなという点も出てまいりました。

それで、今、町長、我が町で進めようとし

ているリフォームの関係だとか、今度新しく

出てくる商店の改築の問題、バリアフリーの

問題だとか、いろいろな問題に補助金を出す

なんていうことも出てきますし、それからそ

の前にやってきました家を改築される方に補

助を出しますよということも進めてまいって

きています。今、新鞍議員がおっしゃった古

い家を解体するなんていう話も、今この話の

中に含んでくるような気がするものですか

ら。というのは、私はこの道路の優先順位、

私の中では早めに考えているのです。優先順

位というのは順番がありますから、私の一方

的な話にはなりませんが。

今回いろいろな町の中の建物、それから今

後、町の中の空気を変えていこうではない

か、また住民の皆さんがやる気が起きるよう

に商店をやっている方の玄関口を直すにはこ

れだけの補助をしたらどうだろうかとか、い

ろいろな今後新しい提案が出てきます。も

し、この道路が早目に、曲がった道路をでき

るだけ真っすぐにしていれば、まだまだおも

しろい展開、僕もあの辺で商売やってみよう

ではないか、なんてことが起こり得るので

す。

ところが、御存じのように今回の雪を見て

もわかるとおり、雪のために４カ月も、４カ

月以上も、この道路は使いものにならないの

です。使いものにならないということは、通

れれば使えるという道路の質というか、そう

いうためにある道路ばかりではないのです、

この道路は。この道路にはお客さんが入って

くる道路なのです。ところがそこに雪がた

まってしまうと、お客様が入ってくるだけで

はなくて、ここで新しく商売やろうとする

人、それからこの物件を探している人たち、

不動産屋さん、勧められないのです。いや、

ここは冬になったら大変だよ、ここはちょっ

と難しのではないの、なんてことになるので

す。私は何十年もここ眺めてまいりました。

また、商売もやらせてもらってきました。そ

ういう意味がよくわかるのです。

それで、道路をわざわざ曲げたというより

も、この緑園を設置したばっかりに雪がそこ

にたまるのです。そこにたまると、間の通路

が全部塞がってしまう。それで町長も御存じ

のように、この緑園があるばっかりに雪上車

が除雪しにくい。しにくいどころか、除雪車

が故障しやすい。曲がっているからあちこち

ぶつけていくのです。私も議会議員にならせ

ていただいてから、その修繕料を何回もここ

で賛成と言って、手を挙げたものです。その

ぐらいあの大きな除雪車がこれを通り抜けて

いくということは大変なことなのです。です

から、素直に道路があいていかない。

ですから、ただ住んでいるだけだったら、

自分の歩くところだけでも除雪していけば済

む話なのです。ところが、お客様が入ってく
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るというのはそういうわけにいかない。きれ

いに掃いてもらわなくても、それに近いぐら

いの除雪はしてもらいたい。このイチイの

木、通称オンコが植わっているあのものがも

しなかったら、どのぐらい速やかに除雪がで

きるか。それを考えただけでも、ここ何十年

恨めしいなと思って見ていたものです。それ

だけでも私も何回かお願いに行ったのです

が、補助金がついているので簡単には直せな

い。こういうことで今までまいったわけなの

ですけれども。

私が今申し上げている点で何か違うところ

があれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。町長、何かかあれば。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 緑園通りの再整備の

確固たるものイメージがまだ湧いてきていな

いわけでありますけれども、いずれにしろ、

イベントにしろ、生活道路にしろ、管理上の

問題が当然出てきますので、管理のしやすく

かつにぎわいもある、そしてイベントを打っ

てにぎわいを創出できるというような道路を

あの広い敷地内にどうつくるかがこれからの

我々の手腕の見せどころだとそのように思っ

ております。よろしくお願いをしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 町長、あんまり難

しく考えないで、新町の駅前開発のあのとき

のように、あのすばらしい形にということま

で私は考えておりません。とにかく、除雪し

やすくて、そうすれば１８メートルもある道

路をここでイベントをやろうと思ったら、そ

れほどのことをしなくてもできるわけですか

ら。

町長も今、我が町の財政を思い悩んでいる

わけですけれども、コスト削減というのは、

最大のメリットなのです。ですから、そうい

う面から考えても、除雪の点では最大のコス

ト削減につながるとこのように思うのです。

そして、その連動性、この道路を直しながら

リフォーム、それから改築、こういうものを

後押ししていく、そうすると、この緑の緑園

通りも、いろいろお仕事やりたい方がいらっ

しゃっても、そうなると非常にやりやすくな

る。

大通りとその隣の道路は、意味が違うので

す。その隣の道路は、１丁抜けていったほう

が仕事はしやすいのです。文房具屋さんにし

ても、何にしても、表から売って裏から出

す、こういう仕事なのです。ですから、表に

車とめてわざわざ表から出すという仕事でな

くて、１丁抜けていれば、裏から速やかにお

客様に邪魔にならないように仕事ができる。

ですから、その道路その道路において使い道

があると私は考えているのです。

言いたいこと言っていますけれども、その

中の１００分の１でも今度の町長の計画の中

で役に立つことがあれば、使っていただきた

いなと、このように思います。

ですから、今どきのイベントといってもな

かなか難しい。私も一時考えたことありま

す。帯広ではこういうことをやっているな、

札幌ではこういうことやっているな。もっと

も、飲食店ばっかりの話ではございますけれ

ども、いわゆる居酒屋さんの長い店舗をつ

くって、ちょっとしたこの地区のおいしいも

のを食べさせるようなお店ができないかな。

これは二、三十年前からもずっと考えており

ました。ところが、どう土地を押さえようと

思ってもなかなかその場所がない。あるのだ

けれども、途切れ途切れでなかなかできな

い。そのときに、今回の美幌町の取り組みみ

たいなものがあれば、お尻をぽっと押してく

れるのです。ですから、私は今回の美幌町の

取り組みは非常にいいことだと思います。道

路は優先順位がありますので、むちゃなこと

は言いいませんけれども、これが連動してい

く、これが私はいいと思うのです。

昔の我が町に、あっちに温泉、あっちに博

物館、あっちに何々と、美幌町はてんでんば

らばらで全然まとまり性がないではないかと

いうのが、世間の人のお話しです。ですか
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ら、こういう計画はどこに中心を据えて、今

度の計画のいわゆるお金の使いどころをどこ

に絞っていくか、これは大事なことだなと思

うのです。

だから、冒頭出だしにいろいろな思い出話

もしましたけれども、美幌町は非常におもし

ろい町で、駅前から中心市街地がここまで離

れている。過去のいきさつも聞いたことあり

ます。その時節であれ、もし変わっていれ

ば、駅はこの近辺にできていたという話があ

りました。でも、よくよくさかのぼって考え

てみれば、運搬するというのは車がなかっ

た。先ほど言った馬車という話ですから。そ

れで何が重要だったかというと、鉄道なので

す。貨車、これでもって運搬の大きなものを

運んだ。ですから、その中でこの中心市街地

のこの緑園通りを中心とした道路というの

は、非常に重要なポイントであったのです。

いわゆるコミュニケーション、飲みニケー

ションの最大の場所だったのです。

最大の思い出があるのは、日甜です。私の

ところの家ができたのは昭和３０年から３１

年にでき上がったわけですから、これは歴代

の町長のほうから、「東京からすごい会社が

来ますよ。日甜です。接待も契約も、なかな

かお話しする場所がない、何とかなりません

か」というような話を父から聞きました。そ

のぐらい私はこの道路というのはいかに大事

かということをいろいろ考えて、どうやって

ここに結びつけて、この一般質問をしようか

と思ってちょっと悩んだのですけれども、悩

んでいるうちに、悩むことではないのだと。

道路というのはいかに大事なものか、この道

路でもって、そこの土地のその町の歴史が語

られるといっても過言ではない。

そうすれば町長、老朽化して、いろいろな

道路を直すところ、私も見てきていっぱいわ

かっています。でも、こうやって今回みたい

な、美幌町を動かすぞ、国も今、ふるさと創

生、地域再生、動かすぞ、というときに乗る

ということになった場合には、やはり早目に

優先順位を考えておくべきだなと思いまし

た。その辺はどうでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 夢を語ったり、やる

気を湧かせるというのは、私たちの役割の一

つでもあるのかなと思います。そういうこと

を感慨深くお聞きしました。

それで、国のいろいろな制度資金をどんど

ん取り入れてというようなことで、もちろん

今までもやってきたつもりでおりますし、今

後もそういう形で、やはり正当に使えるもの

についてはしっかり使っていくというような

考え方でおります。

昔は、市街地は都市計画の事業に乗っかっ

て、周辺地域は畑総の線整備でというような

役割があったのですけれども、今全くそうい

う形ではなかなか考え方がうまくまとまらな

いというようなことで、やるとしたら社会資

本整備の交付金事業というようなことだろう

と思いますので、今可能性あるとすると。で

すから、そういうものを積極的に取り入れな

いと、単費が多くなるという状態では道路整

備も難しいと思っておりますので、積極的に

国の資金、そういうものの導入には意を用い

ていきたいとそのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 町長、よくわかり

ました。

私も十数年間、いや、もっと前から眺めて

きておりますので、ここのところ、やっと財

政面でも一息つきかかったなという点では理

解しております。やはり借金をしながら住民

福祉のためにやっていくということは、非常

にゆるくない。その中で美幌町は、非常にい

い状態で今進んでいると十分理解しておりま

す。やはり借金を返しながら、また借金をし

ながら、それで今まで積んであった借金を返

しながらというわけですから、なかなかこれ

はゆるくない。でも、そのゆるくない仕事を

背負っている町長ですから、ひとつ頑張って

やってもらいたいなと思います。私は、美幌

町がよくこの場をすり抜けていくことできる
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なと、本当に感心しております。

そこへ過疎という指定を受けて、何かでき

そうだなというところだと私は思うのです。

それでも今、町長がおっしゃったように、ど

れから手をつけようか、この少ないいただき

物をどう使っていくかということだと思うの

ですが、私は小刻みにお金を使うことも大事

ですけれども、やはりポイント的にダッダッ

と使っていかないと、スキーのジャンプでい

えば、思い切ったジャンプはできない。

ちょっと飛んででは、ジャンプにならないと

思いますので、ひとつ十分職員の皆さんと考

えて前に進んでもらいたいなという思いで

いっぱいであります。

そのようなことで、今回の遠回しですけれ

ども、緑園通りにポイントを絞って、この道

路を早く除雪地獄から抜け出させてほしい。

このように思います。

なぜかといったら、それがそういう発展す

る意欲を持っている人たちを導いてくれる。

私はそう信じているのです。もう一度職員の

皆さんと知恵を出し合って、どれが一番安定

した美幌町を進めてまいるか、検討していた

だきたいなと思います。

そんなことで、今回は正直言うと、この緑

園通りという言葉もぴんと来なかったので

す。いや、これできたときに腹ばっかり立て

て、通りの名前まで覚えていない。変な話で

すけれども、これができたときは、何で余計

なことしてくれたのだと、毎日表に出て叫ん

でおりました。ほかの方もおっしゃっていま

した。美幌町は緑の多い町、緑の多い町に何

で緑をこういう町のど真ん中に木を植えなけ

ればならないのだ。そうしたら、歩道側に

寄った住宅の近くで花を植えていたお年寄り

の方、そっちに植えたくてもそっちは芝生な

のですよ、何で芝生植えるのならきれいな花

でも植えてくれないのですかということなの

です。

冒頭に申し上げたように、この道路は本当

に行政のメイン通りだったのです。役場から

そこの通りを真っ直ぐ上がると、裁判所まで

真っ直ぐです。法務局、代書屋さん、行政に

絶対必要な道路だったのです。これが植木を

植えてこんなふうにしてしまった。

もう一度でも、二度でも、三度でも、もう

一度考え直して、考え直せるものならば考え

直して、どうやったらこの大通りを中心とし

てこれが活性化できるかということは大事な

ことだなと思うのです。

町長も御存じのように、北海道、特に道東

のどこの町村へ行っても、我が町の庁舎ほど

古いものというのはなかなか見当たりませ

ん。そういうことも一つの活性化につながる

のです。

ですから、いろいろな意味において私は美

幌町をリフォームしていく、こういうことも

大事で、そうすることによって住民の心もリ

フォームされていく。そして、新しい時代の

人方にやる気を起こさせて、きょうの一般質

問でもあったでしょう。美幌町ぐらい我々も

視察にずっと回ってきましたけれども、福祉

の面では相当上のランクに私は今あると思い

ます。そのぐらい町長を中心にこの計画を前

に進めてきていることは間違いない事実で

す。

議会のほうは、よりよく、もっとよく、と

いう具合に突っ込んできますので、町長も大

変でしょうけれども、よく議会の言うことも

聞いて、うまくだましながら頑張ってくれれ

ばありがたいなと思います。

もっともっと町長にお話し聞きたかったの

ですけれども、何か最後にあればお聞かせく

ださい。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 道路行政、そして医

療、福祉、介護のこともお話しとして広がり

をみせているのですけれども、職員も聞いて

いると思いますので、本当に我々のプロとし

て腕の見せどころは、ここからだと思ってい

ます。健全財政がようやっと安全ゾーンに

入ってきた。その中で仕事をしなければ基金

もたまる、健全財政と言えるかどうかという

ことになると、私はそうではないと思ってい



－ 92 －

ますので、仕事もやりながら健全財政をどう

やって続けるかというところが我々の腕の見

せどころだと思っていますので、しっかりと

職員と一緒になって力を合わせて、道路もそ

うでありますし、介護、福祉、医療もしっか

りと守って、安全・安心のまちづくりのため

に努力していきたいとそのように考えており

ますので、御理解を賜りたいとそのように思

います。

○議長（古舘繁夫君） １２番宗像密琇さ

ん。

○１２番（宗像密琇君） 最後に、町長から

プロの腕の見せどころというすばらしい言葉

をいただきました。

一般質問終わります。ありがとうございま

した。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、１２番宗像

密琇さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。再開を３時半といたし

ます。

午後 ３時２３分 休憩

────────────────

午後 ３時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと

思いますが、これに異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定しまし

た。

─────────────────────

◎日程第３ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 一般質問を行いま

す。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、教

育行政と福祉行政というところで通告してご

ざいますので、明快な御答弁をお願いしたい

と思います。

まず、１点目、教育行政のほうから始めさ

せていただきます。

２７年度で３回目の教育行政執行方針に教

育長の子供たちへの思いの全てが盛り込まれ

ているものと期待をしながら拝見をさせてい

ただきました。

今年度はかなり具体的な内容についても触

れられ、教育に対する期待感を受けとめてい

るところですが、反面、新制度のスタートに

少々の不安を感じていることも否めません。

積極的な行動力に期待をしているところで

す。

そこで、質問をさせていただきます。

まず一つ目に、中１ギャップ問題対策につ

いてです。

北海道においても小学校６年生が中学校１

年生に進学した際に、不登校の子供が約３倍

近くに増加するとともに、いじめの認知件数

についても４倍近くになるなど、中１ギャッ

プの問題が全国と同様に顕在化しています。

生徒指導上の喫緊の問題となっていますが、

本町の現状と対策についての考え方をお聞か

せいただきたい。

二つ目、インターネット依存症について。

中高生のインターネット使用に関する厚生

労働省の調査から、インターネット依存症が

疑われる割合は、中高生男子６.４％、中高

生女子９.９％に上る結果が出ています。

インターネット依存の学業、家庭内の環

境、健康などへの影響が大きく、遅刻、欠

席、授業中の居眠り、成績低下などが多く認

められています。また、親への暴言、暴力、

昼夜逆転、自宅への引きこもりなども多くの

患者に認められたようです。さらに最近で

は、スマートフォンの普及によって、依存が

急速に増大している状況にあります。
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学校への持ち込みは禁止されているようで

す。本来なら家庭での取り決めなのでしょう

が、早急に啓発活動を行うべきと考えていま

すが、考え方をお示しいただきたいと思いま

す。

次に、町民会館の利用拡大について。

若い世代の利用拡大についてということで

お伺いいたします。

現在の町民会館は、耐震化の必要性と設備

機器の老朽化が著しいことから、ユニバーサ

ルデザインに配慮された改築が期待できるよ

うになりました。改築基本構想（案）の説明

を受けたばかりですが、すばらしい町民会館

に生まれ変わることに誰しもが期待をしてい

ます。

今までと変わらぬ利用方法ではなく、若い

世代にも中心となってもらう環境づくりを行

い、利用拡大に加わってもらうべきかと考え

ていますが、今から学びのサポーター養成セ

ミナーなどを行ってはと考えていますが、考

え方をお聞かせいただきたい。

次に、福祉行政についてです。

子供の肥満対策についてということでお伺

いいたします。

最近、肥満気味の子供が増えていると言わ

れています。平成２５年の１０歳児の肥満率

は９.５％ですが、値は県によって変わって

いますが、秋田県を除く東北、北海道の数値

が高くなってきています。雪で閉ざされる冬

場の運動不足が影響していると言われていま

す。

美幌町第Ⅱ期健康増進計画において、さま

ざまな取り組みがなされておりますが、本町

の現状と効果についてお聞かせいただきたい

と思います。

以上で、１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

教育行政について、町民会館の利用拡大に

ついては、後ほど教育委員会のほうから答弁

をさせていただきたいと思います。

福祉行政について。

子供の肥満対策についてでありますが、美

幌町における幼児期の発育状況は、平成２５

年度の１歳６カ月児健診においては、肥満傾

向が９％、痩せ傾向が２９％、普通が６２％

となっております。また、３歳児健診におい

ては肥満傾向が２１％、痩せ傾向が２７％、

普通５２％となっており、年度で比較すると

肥満、痩せとも増加傾向にあります。

次に、幼児健診での栄養に関する指導内容

については、１歳６カ月児健診では菓子を多

く与えてしまうなどの間食の与え方、ジュー

スの量が多いなどで、３歳児健診ではむら食

いについて、菓子類が多いなどの間食の与え

方、食事のバランスについて、ジュースの量

が多いが上位となっております。

さらに、１歳６カ月児健診アンケートにお

ける保護者の心配事では、むら食いについて

が３６.８％、食べ過ぎが３２.４％、偏食が

２６.５％となっており、食べ過ぎについて

は、平成２４年度の２２.２％から大きく増

加している状況にあります。

また、平成２３年度に実施した健康増進計

画策定のためのアンケート調査から、母親と

子供の朝食の摂取状況は、平成１８年度調査

時より改善されていますが、父親の欠食がふ

えており、特に若い世代の保護者に欠食が多

い傾向にありました。

このほか、子供の就寝時間については、１

歳６カ月児で１１.３％、３歳児で１４.３％

が２２時以降に就寝すると答えております。

運動については、１歳６カ月児で、ほぼ毎

日外遊びをすると、時々するを合わせると５

９.６％で増加傾向、テレビ、ＤＶＤをよく

見るが４２.８％、時間を決めて見るが５０.

６％、テレビゲームをする割合は３歳児で２

１.８％がすると答えております。

子供の肥満の原因としては、朝食の欠食や

清涼飲料水に含まれる糖分の過剰摂取、偏

食、孤食、運動不足、睡眠不足などが考えら

れますが、これらは多くの場合、痩せの原因

でもあります。
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このような状況を踏まえ、平成２５年３月

に美幌町第Ⅱ期健康増進計画を策定し、乳幼

児期から学齢期の目標の一つ目として、栄

養・食生活についてはバランスのよい食事を

心がけましょうとして、おやつの時間を決め

て与える、バランスのよい食事を心がける、

朝食を毎日食べる子供と父母をふやすことを

指標としております。

二つ目の運動については、体を動かすこと

を習慣にしようを目標に、外遊びをほとんど

しない幼児の割合を減らす、ゲームをする３

歳児の割合を減らすを指標に定めておりま

す。

三つ目は、休養・心の健康について、家族

のコミュニケーションを深めよう・基本的な

生活習慣を身につけようを目標として、２２

時以降に寝る子供の割合を減らすことを指標

として、それぞれ目標値を設定しておりま

す。

具体的な取り組みとしては、乳幼児健診や

相談はもとより、ヘルスリーダーによる妊婦

教室でのバランス食の調理実習や栄養講話、

小学生対象の料理教室の開催、子育て支援セ

ンターにおいては、朝ご飯や幼児のおやつ、

妊娠期の栄養について、啓発モデルなどを展

示するほか、離乳食、幼児食の講座を開催し

ております。

また、教育委員会開催のフレッシュママセ

ミナーでの離乳食講習や、小学４年生から６

年生を対象とした「びほろっ子わくわく通学

合宿」での調理実習のほか、中学生・高校生

トレーニング教室において成長期の栄養摂取

について講習を行うなど、多くの町民に参加

いただき、食育を実施しているところであり

ます。

子供の発育、発達過程においては、バラン

スのとれた栄養摂取が基本でありますが、栄

養摂取の偏り、朝食の欠食からなる肥満や痩

せの増加など問題は多様化しており、生涯に

わたる健康への影響が懸念され、学校、幼稚

園、保育所や各行政機関などではさまざまな

取り組みがなされております。

一方で、子供の健康は家族や社会に大きく

影響されるものであり、町全体での継続した

取り組みが重なり合い、補い合うことが重要

であり、全ての子供たちの心と身体を健やか

に育んでいけるよう連携を図りながら食育を

推進してまいります。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議員

の御質問に答弁いたします。

中１ギャップ問題対策についてですが、文

部科学省が毎年実施している児童生徒の問題

行動等生徒指導上の諸問題に関する調査にお

いて、年齢によってばらつきはありますが、

本町の不登校児童生徒数の状況は、平成２３

年度の小学校６年生が２人であったのに対

し、平成２４年度の中学校１年生は５人に、

平成２４年度小学校６年生が１人であったの

に対し、平成２５年度の中学校１年生は４人

となっております。

教育委員会といたしましては、これまでも

教育専門相談員及び不登校問題相談員を配置

し、不登校問題の解消に向けた取り組みを行

うとともに、各学校においても全教職員が共

通認識を持ちながら取り組んでいるところで

ございます。

小学校から中学校への進学は、学級担任制

から教科担任制に変わったり、学習内容が高

度になったり、進度が速くなるなどの環境変

化を伴い、戸惑いや負担を感じることが考え

られます。

現在、小中連携を推進することで、小学校

と中学校のスムーズな接続を行い、児童生徒

一人一人の学びを連続的、継続的に捉えるこ

とが重要であることから、担任同士の詳細な

引き継ぎを行うことはもちろん、小中学校の

教員が互いの学校を訪問して、互いに授業を

参観したり、子供に係る情報交換を行ったり

するとともに、小学校段階から中学校になじ

むように、例えば旭小学校では６年生が３学

期に中学校を訪問し、授業や校舎施設の見学
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を行うなどの取り組みを行っているところで

ございます。

今後とも、小中連携の推進やきめ細かな指

導を一層充実させるとともに、教員の生徒指

導や教育相談に関する研修等の充実にも努

め、中１ギャップを生まないよう取り組みを

進めてまいります。

インターネット依存症についてですが、現

在、携帯やスマートフォンなどの情報機器の

普及が進展し、既にインターネットは暮らし

の中でなくてはならない便利で身近なものに

なっております。一方、ネット依存に陥りま

すと、歯どめがきかない状況に追い込まれ、

身体・心身など健康面への影響や犯罪・トラ

ブルに巻き込まれる危険性も指摘されており

ます。

また、平成２６年度に実施された全国学

力・学習状況調査における児童生徒質問紙の

結果では、平日に、携帯電話やスマートフォ

ンで２時間以上通話やメール、インターネッ

トをしている割合は、美幌町の小６で５.７

％、中３で３７.１％となっており、全国平

均と比較すると、小６が８.７％に対し３.０

ポイント下回り、中３が３２.７％に対し４.

４ポイント上回っております。

各学校におきましては、学校への持ち込み

を禁止しているほか、道教委が作成したリー

フレットを配付し、携帯・スマホの正しい利

用方法とネットの危険性を指導する一方、学

校だよりや参観日の学級懇談などを通じて、

家庭におけるルールづくりを呼びかけるな

ど、保護者への理解と協力をあわせて啓発活

動を行っております。

また、教育委員会では、昨年、美幌警察署

と道青少年育成協会から講師を招き、「みん

なで考えるインターネット、携帯・スマホの

使い方」と題して講演会を開催するなど、生

徒指導や情報モラル教育を行う上で学校現場

にも役立つ情報発信に努めているところであ

ります。

今後も、あらゆる学習場面で、子供たち自

身がＩＣＴを活用できる機会をふやしていく

ことが求められていることから、正しい使い

方やルール・マナーを身につけるとともに、

的確な判断ができるよう情報モラル教育の充

実や家庭と連携したルールづくりの啓発活動

に努めてまいります。

次に、町民会館の利用拡大について。

若い世代の利用拡大についてですが、現在

の町民会館は、貸し館として町民の生活及び

文化の振興並びに福祉の増進や地域交流を図

ることを目的に、これまで多くの利用をいた

だいておりますが、経年劣化に伴う施設、設

備の老朽化、社会環境の変化に伴う町内の施

設整備や、町民ニーズの多様化などにより、

年々利用が減少傾向にあります。

そのような中、平成２４年８月に旧第１

ホールを文化ホール「びほーる」として建て

かえ、平成２５年４月からは教育委員会の所

管とし、文化振興担当を配置して、文化芸術

活動の拠点施設としての充実を図り、利用の

拡大に努めているところであります。

御提案いただきました学びのサポーター養

成セミナーは、福島県いわき市といわき地区

社会教育委員連絡協議会が共催して実施し、

青年層を対象に講座開設の理論と実践を学

び、公民館に若者を呼ぶための講座を参加者

みずから企画・実施する事業となっておりま

す。

本町におきましては、講座開設の理論と実

践を学ぶ講習会等は実施しておりませんが、

美幌町で活動する青年団体がみずから考え、

マナーアップ講座や第一線で活躍している方

を招いて青年講座の開催のほか、若者の出会

いと交流を推進する事業を企画・実施するな

ど、活発に活動しております。

また、主に児童生徒を対象として、美幌町

社会教育活動奨励員３０名が３部会に別れて

事業を企画・運営する取り組みも継続して行

われております。

このような事業などを町民会館でも実施で

きないか検討するとともに、さらに利用拡大

のための方策を考えてまいります。あわせ

て、「びほーる」の活用のため、講座開設や
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若者参加の鑑賞事業の実施にも引き続き取り

組んでまいりますので、御理解をお願いいた

します。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 再質問は、教育行

政のほうからさせていただきたいと思いま

す。

中１ギャップの問題対策についてというこ

とで再度質問させていただきますが、ここ数

年、小学校や中学校に進学した子供たちが、

学校にうまく対応できないということで、問

題が目立ってきているという答弁もありまし

た。

特に、中１ギャップについては、１９９０

年のいじめの調査においても、いじめが最も

多いのは中学１年生ということになっている

ことから考えますと、少なくとも２０年前か

ら問題となっているということの認識である

ようです。

現在、小１プロブレム、また中１ギャップ

の問題がこれだけ表面化しているのには、学

校システムのほかに、かつては子供が経験す

るような困難を家庭がしっかり支えていたこ

とが、今はそれがなかなかできない家庭があ

るように見えています。こうしたことが移行

の危機にも関連しているのではないかという

ふうに感じているところでございます。

先ほど、答弁の中にありましたように、中

１ギャップに陥ると、これが必ず不登校につ

ながっているということは教育長も認識され

ていると思いますので、そのことを私はやっ

ぱり問題視していくべきかなというふうに考

えて、今回取り上げさせていただきました。

この問題を解決するに当たっては、小中連

携について、幾つかの自治体で実践されてい

るということは御承知と思いますけれども、

個別支援シートというか、個々のそういう連

絡できるようなシートがあると、子供一人一

人の情報を書き込みながら中学校へ情報を提

供することで、支援や手だてを的確に行える

と言われておりますので、これも一つの研究

のテーマでもあるのではないかなというふう

に思っているところです。

現在、美幌でも一部で取り組まれているよ

うですけれども、小学校段階から中学校を訪

問し、授業や校舎施設の見学などを行ってい

るようなので、その成果については多分上げ

られているのだろうなというふうには思いま

すので、やっぱりこれも美幌の学校全体とし

て取り組んでもらえるような方法が一番ふさ

わしいのではないかなというふうに思ってい

るところですが、それに対しての教育長の考

え方がありましたら、御答弁願いたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 結果的に、中１

ギャップというか、小学校から中学校に変わ

るという部分の中でそういう言い方がされて

いると。その中で不登校が生じているという

ことも答弁でお話ししたとおりでございます

し、今坂田議員からお話しいただいたとおり

だというふうに思っております。

そういった中で、北海道教育委員会なんか

は、中１ギャップの問題未然防止事業という

ことで、いろいろ指定してやっている中、美

幌町はまだそういう事業は取り組んではいな

いのですけれども、そこで毎年いろいろな事

例が全部紹介されているので、それはきちん

と見るような形をとっております。

そして今、美幌の中で、実際には答弁書に

書いた旭小学校、全部がやっているわけでは

ないので、今、点をいただいたように、私も

常日ごろ、それぞれの学校だけではなくて、

町の方針として、今問題になっている、これ

とこれとこれについては必ずことしのテーマ

でやりましょうということで、学校全体とし

て、校長会ときちんと協議をしながら２７年

度は一つでも実施できるように進めたいとい

うふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。
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○９番（坂田美栄子君） 先ほど教育長から

答弁いただいたとおりなのですけれども、私

も中１、もう１年たちましたけれども、実は

そういう問題で相談を受けたことがあります

ので、それが現実に不登校につながっている

というのは確実に私も認識しているので、や

はりこういう問題というのは学校だけではな

かなか難しいものだろうなという認識は持っ

ています。ただ、それを家庭でうまく連携

とっていかれる状況が生まれればいいのです

けれども、なかなかそれも難しいという現実

も見え隠れしているなという私の思いは持っ

ています。

ですが、いずれにしてもそういう問題とい

うのは今後ふえてくる可能性もあるという意

味では、やっぱりどこかの時点で、きちっと

家庭との話し合い、地域との連携、そして

やっぱり学校で取り組んでもらうしかないか

なというふうな認識は持っていますので、そ

こら辺のことで取り組んでいただきたいなと

いうふうに思っています。

たまたま私がインターネットで調べただけ

の話なのですけれども、道内でも、いろいろ

な学校のこういう中１のギャップで悩んでい

る学校もあるような事例もありましたので、

そのことを先ほど全道のそういう情報という

のは多分流れてきているのだろうと思うので

すけれども、地域によってはいろいろ状況が

違うのだろうとそういう認識はしています。

ですが、いずれにしても、そういう中１の

ギャップというのは少なくなってほしいなと

いうのと、健康で学校に通学できる状況とい

うのは環境としてはつくっていただきたいと

いう思いがあって、今回質問させていただき

ましたので、ぜひいろいろな情報の中から美

幌に合ったそういう取り組みをしていただき

たいというふうに思います。もしそのことで

何か答弁できるものがありましたら、お願い

したいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 不登校の児童生徒

が本当に少しでも、今、坂田議員おっしゃっ

たように少なくなってほしいというのは、私

も同じように思っております。

中学校等においては、そういう不登校にな

るというか、なった生徒については、まず担

任がきちんときめ細かに、いついつどういう

ことをお話をしたというか、本人とのそうい

うノートを全部つけております。先ほど、家

庭の中で難しい面はあると言ってはいただい

たのですが、それを言ってしまうと前へ進ま

ないので、私どもとしては、学校でやらなけ

ればいけないものと家庭にも入っていかなけ

ればいけない非常に難しい問題はあるのです

が、入っていかなければいけないものはある

のかなというふうに思っています。

そういう意味では、まず一義的には担任が

家庭ときちんと連絡をとると。それがやはり

ちょっと難しいようであれば、答弁書にも書

かさせていただきましたけれども、教育専門

相談員、それから不登校問題相談員が本当に

家庭訪問をして、それから逆に親御さんに、

学校は行きづらいのであれば、トレセンです

か、そこの相談室に来てくださいと言ってい

ろいろお話をしたり、それから逆に訪問し

て、そういうきめ細かななかなか入りづらい

部分についても一生懸命入って解決をする努

力をしているということも実態ですので、御

理解いただいて、これからもそういう努力は

教育委員会挙げてしていきたいというふうに

思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 理解いたしまし

た。教育相談のほうにも相談されたり、少し

ずつ学校に行ける状況ができてきたという話

も伺っておりますので、やはりそこは家庭と

の連携もいろいろあるのでしょうけれども、

少しでも解決できる道を探っていって取り組

んでいただきたいなというふうに思います。

次に、インターネット依存症について質問

させていただきます。

答弁いただきましたインターネットを利用

できる小中学生は、年々増加しています。当
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然あらゆる学習場面で活用する機会もふえて

いくし、ふやしていくことが求められている

のも現実かなというふうに思います。

２０１３年の研究所の調査によりますと、

ネット依存傾向が高い人の割合というのは、

高い人で、小学生で２.３％、中学生で７.６

％、高校生で９.２％、社会人が６.２％とい

う結果が出ているようです。

さきの質問でも述べましたけれども、最近

ではスマートフォンの普及によって、ライン

を初めとするＳＮＳへの依存が急速に増大し

ているということと、事態は深刻性を増して

いるという懸念をしています。ほかの精神疾

患を併発する場合もありますが、気分障害、

社会不安、ＡＤＨＤなどの発達障害が多く見

られるということも言われておりますし、中

でも青少年では、やはりその発達障害がよく

認められているということも言われていま

す。

いずれにしても、インターネット依存症に

つながらないようにするためには、家庭、学

校の連携が一番大事で、やっぱりこれは家庭

での話し合いが一番大事だとは思っていま

す。ルールづくりができていないなというこ

ともわかっているのですけれども、やっぱり

どこかで意見を出してもらって、話し合いが

できる環境をつくってもらうしかないかなと

いうふうに思っています。

特に今回、川崎市の殺傷事件とは全く違う

問題ではありますけれども、子供たち同士と

いうのは今ラインで結構つながっているとい

うのもあります。メールのラインもあった

り、ゲームのラインでつながっているという

のも今の時代だからこそこういう問題が起き

てくるのかなというふうに思っていますの

で、やっぱりここでしっかりした取り組みを

期待をせざるを得ないなというふうに思って

います。

例えば具体的な取り組み方法ということで

考え方がありましたら、お聞かせいただきた

いと思います。なかなか難しい問題ではある

かなというふうに思っているのですけれど

も、どこかでやはりそういうことを話題にし

ていかなければならないかなというふうな思

いで今回質問させていただいていますので、

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ネット依存という

か、スマートフォンにかかわる部分で非常に

問題がいろいろ生じてきているということで

は、今おっしゃったとおりだというふうには

思っております。

ただ、それは避けては通れない話であっ

て、それを禁止するとか、そういう話ではな

い。それとどう共存するかという部分になっ

ていった場合には、今どういう、それを少な

くするかという部分の考えはあるかというこ

となのですけれども、正直言って、これと

いった部分ではなかなか今、手は持っている

状況ではありません。

啓発ということでは、道教委が子供たち、

それから親に向けた啓発のパンフレットをつ

くったり、例えば小学６年生のこれから中学

になる子供たちには、そういう問題の部分の

冊子をあげたり、そういうことではやってお

ります。でも、何かアクションとなると、ど

ういう形がいいのか、今正直言って悩んでい

るところではあります。

本当に先ほど言ったように、基本的には家

庭の中でそれを与えるときにやっぱりルール

づくりとか、ただその中で一つ気になること

が、やはりネット。言うなら依存という部分

の中に、今回の言われた事件のこともあるの

ですけれども、どこかで誰かとつながってい

たいというか、そういう子供たちが心の奥に

持っている寂しさ的なものが何かあるような

気がするのです。ですから、電話だけただあ

れば、それからパソコンだけあればといえ

ば、それはさほど問題はないのだろうけれど

も、それがネットにつながっている、という

ことはネットの先にバーチャルな相手がいる

というか。実際に今までは、身近に親がいた

り、おじいちゃん、おばあちゃん、地域の人

がいるはずであって、目の前でお話をしてい
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たり、会話ができていたものが、何かそれが

別なもの。それは、本質は何か一人でいれな

いような寂しさみたいなものを根本的にきち

んと考えなければ、なかなか解決にならない

のではないかなというのは、正直このごろ

思っているところであります。ちょっと答弁

になりませんけれども。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） インターネット依

存症については、これからの大きな課題だと

思いますので、私たちが経験したことのな

い、子育てのときには全く経験したことのな

い問題と、それから今でも自分たちでなかな

かこういう問題というのは、現実に本当にど

ういうふうになっていくかというのはわから

ない状態でもありますので、やっぱり家庭と

の連絡体制だとか、連携だとかというところ

で大きな課題として取り組んでいただきたい

という思いを寄せて、この質問については終

わらせていただきます。

次、若い世代の利用拡大についてですが、

現在の町民会館については、耐震化の問題、

設備の老朽化、町民のニーズの多様化などに

よって利用減少傾向にあるということについ

ては十分理解しているところですが、新たな

会館として利活用の方法を、これから今の時

点から考えていく必要があるのではないかな

というふうに私は思っています。

先ほどの答弁の中では、「びほーる」と連

動した取り組みということの流れもあるよう

ですが、地域交流などを中心としたさまざま

な活動を行うために、多くの人が交流できる

機能的な施設として生まれ変わるわけですか

ら、今までの活動をただ継続するだけではな

くて、美幌ならではの文化を継承したり、発

展させていくために、私はやっぱり若い世代

にも中心になってもらい活動できる環境づく

りが必要ではないかなというふうに思ってい

ます。

最初の答弁にありましたけれども、貸し館

としてということではありますけれども、目

的は貸し館なのか、それとも多くの人に利用

してもらうということが目的なのか、その目

的によって今後の取り組み方も非常に変わっ

てくるのではないかなというふうに思ってい

ます。

先ほど答弁ありましたように、たまたま福

島県のいわき市というところのインターネッ

トでつながったという話があったのですけれ

ども、たまたま新聞に出ていたのです。ただ

これはあくまでもその町の活動であって、美

幌はこれと同じにはならないというのは十分

理解した上で、今回それとは別に、青年団体

の活動というのが、答弁にはありましたけれ

ども、私は現実につながっていないのではな

いかなというふうに認識しているところなの

で、今回改めて質問させていただきましたの

で、これからの段階で次の世代へつなげる要

因ともなりますので、若者の参加をできるだ

けしていただけるような企画をしていただき

たいなというふうに思っていますが、その点

についてはいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁の中で、貸し

館ということを前段出させていただいたとい

うのは、皆さんが自由に使える、言うならば

自由な目的で使えるということをベースに、

ありますよということなのです。それはやは

りきちんと押さえなければいけないのかなと

いう部分はあります。

ただ、自由に使ってもらうのはいいのです

けれども、ではどれだけの人が自由に使って

いるかというと、正直言って、今「びほー

る」は約８０％の利用、非常にすごく高いで

す。異常なぐらい高いです。ただ、今のある

例えば第２ホール、第３ホールなんかを見る

と、３０％ぐらいなのです。ですから、それ

を何とかしなければいけないというのは、多

分坂田さんもおっしゃっていることだと思い

ますし、私も何とかしなければいけないとい

うのがやはり今考えなければいけないことだ

というふうに思っております。

いわき市の部分においては、本当にこれが



－ 100 －

一つの考え方の例だよという話でおっしゃっ

ておりますけれども、私もそういうふうに理

解しております。

公民館活動やっていて、当然あそこは今回

災害に遭っておりますから、それの復興のこ

とも含めて、社会教育委員の人たちが何か企

画して、やっぱり若者がもうちょっと力を出

して頑張らなければいけないよということで

のプログラムの始まりというふうにも私は受

けとめている中においては、今美幌もいろい

ろな試みをしているというのは、それは本当

にこれから建てかえるということのための、

例えば答弁書に書いたアートギャラリーと

か、それから２７年度のこれから審議しても

らう中においては、言うならば、町民会館を

核として皆さんが活動できる、皆さんが集え

るようなプログラムをつくっていくようなこ

とをやろうとか、そういう予算もこれから審

議していただきますけれども考えておりま

す。

ですから、そういう意味では、若い人たち

が集まれるような、活動をしていけるような

ものをつくっていきたいというふうに思って

おります。実際には、昔から伝統がある高校

生のサークルで「つみきサークル」なんてい

うのもありますし、例えばそういう活動が今

マナセンでやっていますけれども、それを町

民会館の中でいろいろなことにかかわっても

らったりとか。あとは、どういうプログラム

をみんなで知恵を出してやるかということだ

けだというふうに思っておりますので、これ

から少しでも先を見越して、そういう手だて

を御指摘のとおり一生懸命やっていきたいと

いうふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今答弁いただいた

とおりなのですけれども、たまたま私も今の

町民会館の第２ホール、第３ホールというの

は、エレベーターがないというせいもあっ

て、高齢者の人たちは上まで行けないという

ものと、それから車椅子の人は当然今は利用

できませんでした。だから、そういうのも今

度は解消できるのかなというふうに思ってい

ますし、例えば小ホール、中ホールにして

も、もっと外に音が漏れないような、多分そ

ういう仕組みも十分生かされてくるのだろう

と思います。

その中では、私は勝手に思っていること

だったのですけれども、例えば中学生、高校

生がたまにバンドだとか、そういうところで

何か若い人たちの集まりで練習したいとか、

そういうのも利用してもらえる状況ができる

と、それはそれなりの若い人たちが、使って

もいいのだなという意味で、また違ったもの

へと発展する可能性はあるのではないかな

と。それは私の勝手な想像ですけれども、そ

ういうものも今後視野の中に入れていただけ

れば、もっと若い人たちの利用も拡大できる

のではないかという思いがあって、これも質

問させていただいたということは、オープン

と同時に、そういう活動も受け入れられる、

活動ができるという状況ができると、それは

それなりに皆さんの活発ないろいろな議論展

開ができてくるかなというふうな思いがあり

ますので、ぜひそういうところを目標として

取り組んでいただきたいということです。

これは、もし答弁できるものがあったらお

願いします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、町民会館の改

築に向けていろいろな方々と協議をさせてい

ただいております。そういった中で、文化連

盟の方々にも今までだったら、例えば今の施

設では、全道大会をやりたいとか、こういう

ことをやりたくても、例えば２階に障害の方

が上がっていけないからやれなかったこと。

それを今度はいろいろなことができますか

ら、どんなことができるか考えてみてくださ

いという投げかけもしています。

そういう意味ではまず利用は広がるのかな

と思いますし、昔を思い出して、町の中にバ

ンドをやれるような場所があって、そういっ

た中で今、若者とも言いましたけれども、お
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じさんたちもやっている方いらっしゃるので

す。ですから、そういう意味でいけば、若者

も、それからおじさんたちも、そこで練習で

きるような環境づくりもぜひ考えていきたい

と思いますし、それが頑張ったときに「び

ほーる」を使って多くの町民の方に聞いても

らうというのも利用の一つかなというふうに

思っていますので、今言われたことを十分に

念頭に入れて、これから建てかわることを前

提にいろいろなことに準備をしていきたいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 期待をしたいと思

います。

それでは、次に、子供の肥満対策につい

て、再度質問させていただきます。

答弁いただきましたけれども、幼児期につ

いての活動は十分理解をしております。

ただ、私がちょっと気になっていたのは、

幼児期から児童期というか、学童期にかけて

の取り組みについて、なかなか情報として得

られていないなというものがありましたの

で、そういう点で肥満と言われている人たち

が少しずつふえてきているのではないかなと

いう心配があったものですから、今回質問さ

せていただきました。

答弁いただいたように、発達過程において

のバランスというのが一番大事だということ

は十分わかっていると思うのですけれども、

栄養摂取の偏りというか、朝食の欠食がかな

り肥満の原因になっているのではないかなと

いうふうに思っています。

こういう原因の一つ、小さい３歳での睡眠

時間の不足によって肥満になるという状況も

聞いております。例えば睡眠の問題でいえ

ば、３歳児では、９時間未満の子は１１時間

以上寝た子の１.６倍の肥満のリスクがある

と言われていますし、子供の両親も肥満の場

合は、およそ８０％の高い確率でその子供も

肥満になる傾向があると言われています。幼

児期、学童期の肥満は、そのうちの約８０％

が大人になっても肥満に移行していくという

ことで、将来の健康に大きな影響が出てくる

のではないかなという思いがあって、今回質

問させていただきました。

本当に幼児期については、それぞれの年齢

の段階に応じて調査もされていますし、いろ

いろなところでの取り組みは理解していると

ころです。私が心配しているのは、幼児期か

ら学童期にかけてどういうふうな取り組みを

されているのかなという思いがありましたの

で質問させていただいたところです。

答弁の中で、例えば小学生を対象に料理教

室を開催したり、それから「びほろっ子わく

わく通学合宿」での料理実習とか、いろいろ

取り組まれてはいるようなのですけれども、

ほとんどごく一部ということなので、全体的

に取り組めるようなそういうものを考えては

どうかなというふうに思っていますので、そ

こら辺の取り組みについて具体的にというこ

とにはならないかもしれませんけれども、今

後に向かって、そういう肥満対策のためにど

んな方法ができるのか。私も提案しながら質

問させていただきたいとは思っておりますけ

れども、町の方針としてはどのような方向で

進めようとしているのかお聞かせいただけれ

ばというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 答弁の中でも述

べておりますけれども、子供の発育状況、そ

れに応じてそれぞれ私どもも家庭と連携しな

がら対策をとっております。例えば小学校に

上がることになりますと、学校活動の中でそ

ういうような取り組みがなされるのかなとい

うふうに考えております。教育委員会で行っ

ている部分についても、私どもから栄養士が

行きまして、そしてそれは学校教育の中の補

完的なものではありますけれども、いろいろ

なチャンネルを持って授業をやっていこうと

いうようなことで考えております。やはり家

庭、保護者の方々の御理解、健康に対する理

解をしていただくことがやはり重要でないか
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なというふうに思っております。

私どもの健康増進計画の中に、バランスの

よい食事であるだとか、それから体を動かす

こと、そして家庭の中でのコミュニケーショ

ン、これを目標に掲げておりますので、それ

を推進してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 健康増進の中での

取り組みというのは限られてくるのかなとい

うふうに思ってはいるのですけれども、やは

り今、町でそういう計画を立てているという

意味では、やっぱり家庭に働きかけるしかな

いかなというふうに思うのです。

子供たちは、自分たちで例えば今はお小遣

いも持っていますから、おやつでもジュース

でも家へ帰ったらふんだんにそういうものは

とれると思うのです。だけど、子供はそれで

セーブがきくものときかないものとがあると

思うので、やっぱり親に対しての働きかけ、

増進計画という健康のための計画というのは

行政側のほうである意味働きかけていかない

と、なかなか難しいのではないかなというふ

うに思います。

そういう意味で、今どうこうというわけで

はないのですけれども、せっかくそういう計

画があるのでしたら、もっと幅を広げていた

だいて、活動していただきたいなというふう

な思いで今回質問をさせていただきましたの

で、食育というのは本当に大事なことで、答

弁の中にもありましたけれども、お父さんの

ほうが欠食が多くなってきているという現実

もあるようなので、そこら辺のことも家庭の

中でしっかり取り組めるような、そういうも

のを今後考えていただきたい、取り組んでい

ただきたいという思いを込めて、私の質問は

終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） テレビではおい

しいもの宣伝も競ってやっておりまして、な

かなか難しい問題もございます。

ただ、その中でも健康問題もいろいろな場

面で取り上げられておりますので、私どもと

しましては、家庭、保護者にそういうことを

御理解いただいて、そしておっしゃるとおり

あらゆるチャンネルで広報したり、それから

そういう情報を流して、いろいろな活動、支

援してまいりたいと思っております。よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

これで、本日の一般質問を終わります。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日は、これで延会すること

に決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

御苦労さまでした。

午後 ４時２８分 延会
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